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移転とストの大英図書館

加藤喜代志

(1) 

本誌に投稿したのは何年前か忘れるほど昔のことになってしまった． 本誌の編集局長（

兼会長一言い方が反対だが）から常々， 「何か書け」といわれ 「そのうちにJとあいま

いな返事を繰り返していたのだが， 昨年運よく，年齢制限ギリギリのところで順番がまわ

ってきた在外研究にでかけるにあたって． 局長に「旅日記のいくつかでも送るつもりです

Jと話したにもかかわらず． 病を患ってから「書くことを忘れてしまった（というより

も書く能力と意欲を失ってしまった）」小生はやはり書かずに（書けずに）昨年末帰って

きてしまった． 局長は別に期待もしていなかったであろうし， 「税金」で遊び暮らしてき

たつまらぬ長話しを「老骨（？）」に笞うってタイブするなぞ（ワ ー ブロ でしたっけ）ま

っびら御免というところだろう． 小生も本誌読者にそんなことを公にする度胸も勇気もな

いし， そもそも観察眼も文オもないのだから， 気にしなければいいのだが， この際とに

かくなにか書いて， すこし「書くこと」を思い出すきっかけにしたいという魂胆（否願い

）があって， また学会誌がほとんどいつも会長の筆になるものによって「独占Jされてい

るので， たまには毛色の変わったものでもと思い（会費を頃Eられている」ことだし），

恥も外聞もなく筆をとる（ワ ー ブロをうつ）ことにした次第である． タイブをうつ局長に

は申し訳ないし（独裁の局長ゆえ， ポツにされるかもしれないが）， そんな文章を読まさ

れる読者（がいるとしての話だが）もいい迷惑だろうがご容赦願いたい．

一、ll注は昨年4月末からI 2月末までの8ヶ月間， イギリス（前後に，米加仏伊アイアラ

ンドを計3ヶ月）に滞在し，夏・秋そして初冬のロンドンの生活を楽しんできた． そうは

いっても鐸日食事前に注射をしなければならない身のために（高カロリーの食事＝高血糖

にそして注射後は低血糖に要注意一つまり糖尿病というわけで）， みじめな思いになる

こともしばしばであったもっばらというと嘘になるが， ロンドンでのほとんどの時閏を

Il屯は， ロンドン大学図書館， ロンー・ドン大学歴史研究所（同じビル内）そして甫隣りの大
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英図書館ですごしたが，夜は，週に2回ぐらいの頻度で，コンサート． オペラ，芝居． 映

画（肩肘はらずに気軽にしかも手頃の料金でいける，後二者は一回ずつだったが）にでか

け，日曜日は美術館や博物館（ほとんど無料）へ，｛そして月に一度の割りで友人J知人を

訪ねるという，日本にいては考えられないような「優雅な（豊かな）」生活をしていた．

さらに明かせば，2 0数年前はじめて（貧だったが病気など知らなかった若かりしころ）

イギリスに滞在したとき，ヒッチハイクをしてスコットランドを一周したが，そのときも

し再来のヂャンスがあったら，ドライプをしたいものと思った． 局長におくれること数年

• 4 0オすぎてちょっとしたことから免許をとることにした． 仮免までの胃の痛む思い（

とくに坂道発進ができず，ある教師には罵声を浴びせられ）に耐えたのは，死ぬまでにな

んとかイギリスで一度ドライブをしてみたいというその時の思いが消えていなかったから

でもある（前払いした金を捨てられなかったのはいうまでもないが）． ブリストルでの国

際啓蒙学会の直後，、レンタ・カーで一泊二日の南ウェ ールズヘのドライブ，エジンバラ大

学滞在中，週末に念願のスコットランドヘのドライブを決行した． 右側通行だし，大都市

以外はすいているし，高速道路は無料なのでエキサイテイングで快適なドライプだった（

となりの席にいい人でもいればいうことなしだったが，相棒とスウオンジーンのホテルに

泊まったとき，受付で，ツインかそれともダブルと聞かれ，一瞬キョトンとしてしまった

が，すぐわかつてなるほどと妙に感じいってしまった）． イギリスではオー トマチック車

が少なく，レンタル料金は2~3割高い（ガソリン代は日本とほぼ同じ）のが玉にキズ（

マニュアル車を運転したのは，自動車学校でのときと，免許取得直後，局長の最初の車一

軽四！ ーを運転させてもらったときだけで，その時からずっと． マニュアル車の運転には

自信がなかった）．話しが大分それてしまった．本題にはいることにしよう（とはいえ，

しばしば脱線することになるだろうが）．

(2) 

初冬のロンドン．霧こそまだないが，金沢のようなどんよりした空．それまでのあの抜

けるような青空の下で快適な木陰を提供していた広場や公園の木立はその葉を落とし．そ

の分空が明るくみえるものの． どこか空虚さを感じさせる． しかし時折の柔らかい雨に助

けられ，落ち葉の色も加わって． 芝生の緑が映える．私が「仕事Jの合閏の息抜きと食事'

によく利用したロンドンの中心部のラッセル広場もそんな場所のひとつである． そのすぐ
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脇には大英博物館(BMと略記）とロンドン大学（本部，図書館，歴史研究所，いくつか
＇

のカレッジなど）がある． 日本でいう「文教地区」である．今世紀初頭，この地区に住ん
‘
.

でいた知識人（たとえば，ヴァネッサ・ベル，・ヴァ ー ジニア・ウルフ，メイナー ド・ケイ

ンズなど）が友情や愛情によって形造っていたグルー ブの名にもあるように（参考までに

，橋口稔9プルームズベリ ー ・グルー ブ』中公新書 I 9 8 9年という本がでている），

ブルー ムズベリー地区とよばれている一角である．私は昼食をロンドン大学内のいくつか

の食堂をわたり歩いて食ぺていたが(£ 2. 0 0前後一市価の半分くらいでマアマアの食

事ができる），鵞いたことに本部にぁるカフェテリアには若い日本の女性の多いこと．時

間によっては1 O·O人ほどはいれるその部屋には3分の一が日本人である． ロンドン大学

への留学生も何人かはいるようだったが，ほとんどは近辺の英語学校に通っている語学生

，さらには聞こえてくる話からすると観光客もいる（ガイド・ブックにものっているとか

よく聞こえる日本語でたのしそうに屈託なく会話している彼女たちの姿に今の日本の）． 

一端をみる思いがした．夕食は大学の食堂は閉まってしまうので，昼食時にそこで買って

おいたあるいは下宿でつくって持ってきたサンドウィッチやミルクをもって，ラッセル広

．場の芝生やベンチでそれを食ぺることが多かった佗しさはあるが， 6時ごろはまだ昼間

のように明る＜暑いぐらいだが，湿度が低いので気持ちよく，安上がりで，なによりカロ

リーをおさえられるし，強張った体を芝生に横たえるのは実に快適である．不順な天気と

なり，昼間の時間も短くなってそれができなくなってきた1 0月頃からはどこで夕食をと

るかは，小生にとってはかなり気になる問題となった．

夏期休暇を利用して海外からやってくる研究者で大英図書館(BLと略記）はかなり混

雑する．ところで英語では The Br it i sh Li l}raryだから Br i ti sh Museumと同様 「大

」英と訳せないのだが，Great Britainとみずから呼んできたイギリス大帝国の威容に（

日本人が）押されて（？）大英博物館とか大英図書館と呼ぶようになったのだろう．確か

に今でも世界に誇る博物館であり図書館であることはいうまでもないのだが（これに匹敵

するのは，アメリカの霞会図書館ー今回はじめてここと，このとなりにあるフォルジャ ー

・シェイクスピア図書鱚を利用する懺会にめぐまれた一フランスの国立図書鱚，ソ連（ロ

シア）のレ ーニン図書鱚などがあげられよう． 経済「大国』日本の国会図書鱚がこれらと

肩をならぺられるようになるのはいつのことだろうか）． I 0月も半ばをすぎると，大学

の新学年度がはじまることもあって，

も少なくなって，静けさを取り戻す．

BL利用者の数も減り． BMへの訪問者（観光客）

BMの開館時間は1 0時だが． BLは9時(BLは
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BMの中央部にあり，その円形の大閲覧室に昔，貧のマルクスが1 0年閏通って，あの『；・

  

資本論』をかいたということはほとんどの本誌読者はご存じのことと思う）．夏期のあい

だは1 0時ごろはいると気に入った席やいつもの席をとるのがむずかしか.:,たが
，

ーこのこ

ろ（もう晩秋といった感じ）になると，席とりのために白い息をはきながら開館圃もない

BL に駆け込む必要はなくなった他方，ロンドン大学図書館や研究所のほうは逆に，新

入生をはじめ学生・院生で混雑するようになった BMおよびBLは 1 8 世紀半ばに創

立され，イタリ•ア人
．

のアントニオ・パニッツイが館長の時代 (I 9 世紀半ば）に最初の繭

期を迎えた．今世紀末が第二の画期となるのかもしれない． I 9 0 マイル (3 0 0 メート

ル）にもなる書欄でも足りない程，舞年洪水のように出版される書物をどう保管し利用者

の便配に対応するかはBLのみのかかえる問題ではないが，深刻になる一方のスペースな

どの問題解決として「移転Jが浮上したのは20年ほどまえである．これまでの何度かの

財政危機もさまざまな分野からの寄付，援助で切り抜けてきたが． 9

・

経済力の全般的賓退傾

向にあった（る）イギリス（政府）にとって，移転にともなう膨大な費用（現在までに千

億余円投入しているといわれる）はそう簡単に捻出できるものではない．その足しに入場

料をとってはという内外からの声を蹴って，いまでもその措置をとろうとしないのは． •あ

りし日の「大英帝国」の誇りと意地の故であろう． 「公共性」観念（「お上J意識とは異

なる）が薄く． 効率一辺倒で市場経済にはそぐわない領域までも受益者負担という口実の

もと民営化して財政負担を減らし，他方打出の木槌の大資本や票になる圧力団体にはさま

ざまなかたちで手厚い財政援助を惜しまなしヽ政治権力構造の日本では考えにくいことだろ

ぅ．またまた門前でもたもたしてしまった．このBMと BL の歴史と概要は，藤野幸雄，

大英博物館』 (I 9 7 5 年，岩波新書）に委ね． 以下で私が BLを利用していたときに出

· くわした「事件（？）」つまりストライキについてすこし紙をよごしたいと思う．

(3) 

私がここを訪れるのは今回で四回目だが，近年不便さが一層増してきたように思う．ど

うもそれはサッチャ ー 政権以来の予算カットといよいよ来年から三年ほどかけて行われる

図書館の移転（準偏）にあるようだ．予算のカットはいうまでもなく，資料収集のみなら

ず職員の労働条件・待遇に響く．それはとりもなおさず利用者にも響いてこざるをえない

．この数年，人手不足のため文献の貸出と復写に時間がかかることを理解してほしい旨の
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掲示をよく目にするし（文献にもよるが，通常図書借りだし伝票をだしてから自分の席に

それが運ばれてくるまでに一時間前後はかかるが，数時間かかることもある），机の上に

もそのような印刷物がおかれていることがよくある．その上に，職員の対応がふっきらぽ

うだったりつっけんどんだったり，さらには職員同士の私的おしゃぺりで，いたずらに長

時間待たされたり，職員の説明（判断）が食い違ったりすれば一複写のときによくあるこ

となのだが一概して忍耐強い利用者のなかにも堪忍袋の緒が切れて， 職員に語気を荒らげ

て文句をいったり，吐き捨てるようにして席へもどる人もでてくるのはいうまでもない．

私もそういうことが一度あった．私の借り出す本の多くは1 7世紀のもので，最近は現物

を手にしにくくなっているのだが一痛むのでマイクロ化をすすめているし，さらにそれを

＇ゼロックスにとり製本している一それらはほとんど，円形の大閲覧室ではなくその北にあ

る北閲覧室かそこのギャラリ ーでしかよめない（貴重書扱いのため，そこをでるときは，

再度荷物検査をされる）．そこの図書館補佐員（後述するが，library assistantといわ

れている司書の資格をもっていない常勤の公務員一わが国の国立大学の事務補佐員のよう

なパー ト職員ではない）が，おしゃべりに夢中でなかなかこちらに顔をむけない．私の後

ろにもふたりほど待っている．5分ほど我慢してじっと待っていたが，我慢も限界． 改め—

て頼むと，うるさい奴といわんばかりの顔をして伝票をもって奥の部屋へいったが，ここ

でまた1 0分ほど待たされたうえに，まだ届いていないという．そんな馬鹿なというと（

朝1 0時にた頼んで， 4時にとりにきたのに）． むっとしつつまた彼女は奥の部屋へ．さ

らにl 5分ほどして，本をかかえてやってきたが． 謝りもせず，それどころかどこの席で

読むのか（必ず席をきめておかねばならない）といかにもうるさそうにきくので，さすが

にこちらもかっときて，こんなに待たせて，そのような対応のしかたは無礼だというよう

なことをいって． いや ーな気持ちになり一憤憑やるかたない気持ちを充分に表現できない

のでなおさらだ一その日は，閉館（月金土は5時，火水木は9時）までに5時間ちかくも

あったが，一時間ほど目をとおして出てしまい，北隣のロンドン大学図書館に移ってしま

った．その本を返すとき図書館補佐員は交代のためか姿がなかったのでほっとした．もち

ろん利用者のなかにも，館内の規則を無視したり忘れていたり． 無理を要求したりする人

もいるわけだから，あいこかもしれない．ただ図書館にたいする印象を左右するのは，豊

富で重要な文献・資料の存在とそれらの利用の容易さはもとより，それらと利用者との接

点にたつこれらの補佐員の仕事ふり応対ふりである（上級職員一司書たちにお目にかかる

ことはまずない一参考係の一部を除けば）．そのようなことがあったけれども，私の印象
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では概してかれらは親切で仕事熱心であり，私は随分世話になったという気持ちの自うが

つよい．私が出くわしたそのような職員の応対の慕さが予算カットに由来しているのかど

うか，たまたまその日か前日にでも個人的な問題でむ ．しゃくしゃしていただめなのか， も

ともとしかたなく日々の仕事をしている人でしかないためか判別しようもないが，かれら

のストを目のあたりにすると，そのような不快なこともあるけれど，かれらへの同感が先

にたつのは， 性分なのかもしれない．

I 1 月 2 2 日
，
·.白い息をはきながらいつものように 1 0 時まえに図書鱚にいくと，玄関

まえで2.0人ほどの人たちがビラやブラカ ー ドをもっているのが目にはいったなにごと

かと思い，そのうちのひとりにきくと，ストライキ中とのこと（写真参照．この一流学会

ー誌には
，

フランスのル 9 モンド紙のように写真がない一学会誌は理性的なものだから，人

問の感性に訴えるような写真なぞご法度なのは当然と局長からいわれそうだが）．もらっ

たビラに目をとおしながら閲覧室にはいると，席には図書館補佐員の組合がスト（このと

き無知な私は初めてストライキのことをi_ndustri_al _action ともいうことを知った）には

いったので利用者の皆さんにはご迷惑をかけるが悪しからずという管理者側からのビラと

，半年にもわたる交渉が決裂したので，きょうから約ーケ月間にわたって徐々に戦衛を強．

めながらストを続けていくので理解してほしいという組合側のビラが配られていた．離英

を二週間後に控え，予期していなかった事態にあわててしまったというのも，最後の一

y 週間からは土・日曜日閉館，他のすぺての曜日が5時閉館，そして本の借りだし不可とい

うのだ．予定していた資料の複写も断念せざるをえなくなってし←まった突然このような

種の「ビラ合戦J

のスト（公務員にストライキ権があるイギリスでは当然なのだが）が今後どうなるのかを

見眉けたいという気持ちも抑え璽かったので． 残されたわずかな時間， 「労使』双方の一

（そのなかにはストに同情的な利用者グルー プからのスト支擾のビラも

·;y
·

·

ことに見舞われて，なにか急にやり残したことが山のようにあるような思い（これまでた 、

いして仕事をしてきたわけではないから，おおいにやり残しがあるのは当然なのだが）に

駆られたが，他方，少なくとも今の日本では考えられないこのような大きな公共図書館で

あった）を図書館の「労使」の現状を知るための資料として， いささか不朧慎であるが「

楽しみ」にしていた

ストの理由は移転にさいしての労働条件の改悪である．管理者側のビラに
・

よると，財政

当局の改定案は，人員削減はしないが等級は現行の三ランクをニランクに減らし，しかも

給料を 1 0％ダウンさせるというもの．これにたいして図書館の管理者欄の組合への提案







ウ ク レ ーレ 漫 談

槽 二十戴

世界はなにやら動きまくっとるようだ。 B本ではPK·o、 世界では環境サミット

と、 めまぐるしい。 PKOは牛歩牛歩とやっておるが、 結局のところ通っち•まうだ

ろうし《もう通っちまったよ）な。 なんだかすっかり無視されて、 ゃんなっちゃう

ぜ． 国会っていったいなんだろう．めまいがするぜ． 《めまいはパイクを降りてか

らにしろよ、 な》 さて、 環境サミットのほうはどうかというと、 こいつもねぇ ー、

ど ー なんでしょうか． すっかりオイラは無氣力だね。 もう、 原発でもPKOでもフ

ロンでも、 なんでももってきやがれってな賃にふっとなっちまうな。 《ヨメさんも

きたやないか。 もうわかれたんか） 放射能も戦争も温室効果もいっしょだぜ。 ど
いつもこいつも首しめやがる。 人間て、 いったいなにかね。 そりやまあ、 欲だろ ー ・

な。 おっと世界統一国家ができちまったぜ． 『歓深の国』 すばらしき統一国家だ

ね。あっという間に地球そのもんがなくなっちまいそうだけどな。 そっちのほうが

すっきりするかな、 なんて、 ついつい思っちまうぜ、 まったくよ ー 。 とまあ、 最近

はすっかりひねくれてるわけだな。 《いいことだぜ． 人間悟りを開くよりひねくれ

るほうが、 ものになるもんだぜ、 と、 まー、 そういうわけだ》

世間が最近やたら自然保護自然保護ってうるさい。 オイラの身近でも、 いっばい

やってるぜ。 オイラの行動半径内、住所は欲深の国、 日本州、 北海道郡、 字道東っ

てところもたいへんだあね． ゴルフ場だ。 屁斜路湖は鋼路川の流れ出しのところに、

セゾングル ー プが巨大なゴルフ場を作るそうな。 町のおえらいさんがたは大賛成だ

そうな．町が豊になるそうだ。 ふーん、 そう。 この弟子属（てしかが）なる町は、

屈斜路湖やら摩周湖といった、 スペシャルにグレ ー トなものをもって、 温泉もいっ

ばいあって、 まだ不足らしい． そりゃ今はもっと金持ちになれるだろうよ． 大西部

セゾングル ー プから金ががっぽがっぽもらえるだろうからな． 歓深の国の連中に何

言ってもむだだろうけどよ． 1 0年もしたら、 そっぼむかれるぜ、 きっと． 鋼路川

に農藁がばがば浪し、 死の川にしてな． いやはや、 豊かさっていったい何カネ． 《

カネだよ） はたまた、 我が愛する西別JIl（弟子属より東30Kmほど）の上澁部
でも、 川の周りにあった原生林がかられることに決定、 すでにはじまっとる． 面積

にしてそうとうあるな． かつてオイラはここでまよったことがあった．釣りからあ

がって、 出ようと思うが、 どうにも出れん． 結局 2 時間以上まよったあげく、 夜 1

0時すぎにやっとこ国道に出れたという、 おとろしい森だ． 《伐採の原因はそれや．

君ももう 2 度とまよわんですむ） アイヌの最高神であるシマフクロウが住んでる

森。 このシマフクロウを見んと、 近くの養魚場のるす蕃をしばらくやっていたこと

1 1 I 5 



があったが、けっきょく見れずに終ったが、ま、・・亀それはいいとして｀

なるそうな。オイラ泣けてくる ． 西別川ももう終りだ。遠からず巨大ニジマスの話

も聞かれなくなるだろう。

ほんとに、豊かさって、：いったい何なんだ。身近かなとこでも、ざっとこんなも

んだ。かといって、オイラは自然保護論者ではない。彼らのあたかも所有権者たる．•,··. '.

の思い上がったものいいは、大キライだ。人間て、この大地にいったい何してるっ

てんだいヽ植物、動物、とにかく人間以外のすぺて、，被らはいうなれば賃借人だ·

それなりの代値をはらっている ． 人間はそうみれば、ただのドロポ ー であり不法占

有者じゃないんかね。かっばらうだけかっばらって、豊かになるからっていって、

もっとかっばらおうとしている ． 欲だけの存在だ．それがこんど、かっばらいすぎ

て盗るもんなくなってきたから守ってあげましょう、だ。ふざけんじゃねえ。そも

そもこの思いあがりを正さぬことには、たぶん何をやってもむだだろうな ．

オイラはせめて賃借人になりたいものだ。 （どうぞ ． 止めはせんよ》

道の主であるアイヌの人々は、まさにそうであった。我らはミジンコ以下、

バ ー 以下、ぞうりむし以下、どうしょうもねえな ．

さあ、減亡ドラッグレ ー スのゴ ー ルは近いよ。どうすんだい．

この森がなく

¢この北海

近々、思いあがりのはなはだしい超人希望者

アメ ー

椿二十郎
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金沢大学平和問題ネットワ ー クの果敢なる戦い（その2)

臭 野 良 之 助

J

ベ

1 9 9 2年6月1 4日、我が『金沢大学平和問題ネットワ ー ク』の景敢なる（？）

戟いにもかかわらず、「PKO法」は「成立』した． 載後47年を経て、8本の「

軍廠」はふたたび海外へ出ていく準●がととのったのである．

私の目の黒いうちに、それだけは見たくないと思っていたが、こうなってはやむ

を得ない． 法律ができたからといって、それを実行しなければならぬことはないわ

けだし、もともと日本の最高法規である8本国憲法に違反する法律を、国家公務員

である私が守るわけにはいかない。就職のとき、8本国憲法を遵守するという誓約

をしているからである。日本の憲法学者の80％は、自衛廠の存在自体が違憲であ

ると主張していると、友人である教養部の憲法学者に教えてもらった． 観は、70

~8 0％と言ったのだが、この際80％で通すことにしよう ． だから、その違憲の

自衛瓢を濤外に派遣するなど、違憲の二乗となる ． B本国国家公務員として、どう

して許しておけょうか．

というわけで、そうでなくとも忙しい研究教育（私以外の方·は）の合間をぬって、

金沢大学平和問題ネットワ ー クは、ずっと活動を統けてきた。もっとも、その内容

といえば 、金沢大学の内部に『ネットワ ー ク・ニュ ー ス』を1 5号ながし(1 9 9 

2年1 0月現在）市民へのビラまき3回、学生へのビラまき2回、そして数回の討

論集会を関いただけなので、あまり大きな声では言えない。前号で紹介した、髪の

毛 一 一本にまで学問がつまっている尊敬すぺき学者に、石油をぶっかけて火をつ

けようという過激な意見も出たのだが、これは私が身を梃して防いだ（？ ） ．

でも、こんな活動でも、しつこく続けていると、金沢の繁華街でビラをまいてい

る時、「ぽくも参加したい」といって手伝ってくれた学生が現われるなど、少しは

効景も出てくる． だから、なかなか遍動をやめられなくなって困るのだが．

以下、我々の今年の遍動を、 r ネットワ ー ク・＝ュ ー ス」とビラにしてまいた「

アビール文」で紹介しておくことにしよう． •

なお、B本生物学会中国支鶴が、この「＝ュ ー ス」をばらまいてくれている． も

し、ばらまいてやろうという奇特な会員がおられたら、連絡してください． 1万郵

と言われたら困るが、百部程度なら無料でおくります。
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金沢大学·.平和問●

『ネットワ ー ク ・ ュ ー ス』 (1)..

佐川急便の 『 活霞』で、PKO法稟がどこかへいってしまい、やれ

やれ一安心とのんびりしていたのですが、このところそうもいってお

れないような情勢になってきました．遵合の山岸会長がテレビで、自

＂を専露し、PKOへの参加の必賽性を饂謂していましたし、国会

では、8在外邦人の救出に自爾雇機を使えるよう自爾雇法の改正稟が出

され、なしくずし的な渇外濠兵が進められようとしています．

やはりこの同量は、佐JII急便にまかせておくわけにはいかないよう

です．ぉそまきながら、 『 金沢大学平和問題ネットワ ー ク』もあらた

めて鵬き出したいと患います．そこで、次の集会を開きます．今筐ど

のように遍鵬を遵めていけばよいか、みなさんのご意見をうかがわせ

てください．

多量の参加をお待ちしています．

金沢大学 平和問題 ネットワ ー ク

1 9 9 2年 鴨1回会合

と き： 1 9 9 2 年 4 月 3 日（金） 1 7 峙 30 分～

ところ：縫済学薔 5 胄会●室

櫂 告：PKO法稟をめぐる最近の情勢

議 論：今緩の遍鵬の進め万

（連絡先：経済学薔 林 研究室）
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（意見その1)

PKO 法案徽回へ1

PKO 法案は今国会で継続審議にはなりましたが、磨稟まではいきませんでした．

政府は何等かの手段を使って、また持ち出してくるのは間違いなく、ここで手を抜

くことは出来ません．

PKO 法稟が憲法に違反していることは、艦の目にも明らかです． しかしその曽

に、太平洋戦争のあの大きな●牲を患えば、政治家がなんと反省のない人間かと考

えざる巳えません． PKO 法案を亀いだ主な理由は、 カンポジアに平和纏袴軍 (P

KF)を送リ、東冑アジアに日本の軍事力を見せつけることにあったのですが、そ

もそも太平洋鵬争の直攘のきっかけは、日本軍の仏印（仏饒インドシナ、環在のラ

オス、 カンポジア、 ベ トナム）侵攻であったことを忘れてはなりません．

その時の大畿名分は、 『 東洋平和のため』でした． 大東亜共栄●、八紘—宇、有

色人種の白人からの解放、等々、 美辞凰句を散々聞かされました． 『平和のために』

と言われても、私たち経験者は素直に信じるわけにはいきません．

宮沢首相の発言をみましょう ．

『金や物ではなく、人を』民間機や民間の医師を派遣しようとしても、なかなか

行ってもらえない、だから自衝雇、ということのようですが、いきなり命を要求さ

れては、だれも行きません ． 『お国のために命を捧げよ！』かつていやというほど

餐化された言葉です． フィリピンで、 特攻隊の若者の命を捨てさせた将軍が、一香

に遠げ出したのです． 『馴練を受けた人でなければ．．．』 自膏隣員はこれ迄、

どんな馴練を受けてきたというのでしょうか ． 最高司令官である首相は、自衛隊員

に侵略から国を守ることと同時に、国内の治安繕持の謂練をさせているのです。決

して国外に漂遣され、 民族紛争にかかわるような訊練は受けていません ．

私たちは、自衛隊の若者が、たとえ身を守るためとはいっても、 ふたたびアジア

の人達に銃口を向け、 発砲するような事態になることを恐れます ． かつて、 中国を

侵略し、東甫アジアの国々を占頓し、アジア人を大量に慮穀したことに対する反省

から、鴫擾40徽年、私たちは国外へ軍雇を源遣しませんでした． それが、今ふた

たび肇られようとしているのです ．

PKO 法案の麿宴はもとより、 平和憲法違反の自爾雇解散まで、私たちは逼鵬を

高めて行かなければならないと思います．

（理学薔・一敏官）

『金沢大学平和問題ネットワ ー ク』は、学内のすべての人に謂かれた縁織で

す． 平和の問題についてどんな意見でも結構ですから、お寄せ下さい ． この

『ニュ ー ス 』に順次掲載していきます ． （送リ先：経済学綿 林 研究室）
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1 9 9 2年4月1 0日

金沢大学 平和問題

ネットワ ク ・ ニュ ー ス (2)

4月3 B、 角間の経済学聾会●室で、今年置葛1回の会合を開きました ．

経済学鶉林宥一檄授から、PKO法案をめぐる最近の情勢について帽告があ")、

意見 E 交しました．

この法宴については、環在、野党の間にも、 自民党の中でさえ、いろいろな意見

！の対立があり、複鑓な状況になっています． ー主な意見をあげると、

(1) P K-Oのうち、実際に武力行使の可艦性のあるPKFを、法案に付則を

つけて凜結する稟（自民·公明）

(2) 指き合わせで提宴されているPKO法案と国際緊急置助雇濠遣法改正案

（渇外における災害救助活鵬に、民間人のみならず自膏雇を濠遣できるように改正

する案）を分離し、まず擾者の戚立をはかる宴（自民・公8月一民社）

(3) カンポジアのPKO活動に間に合わせるために、 時罠立法とする宴（金

丸 ・ 山岸会襲）

などが、あります．

いずれにせよ政府は、 どんな修でもいいから、自衝雇を渇外に濠遍できるように

したいと考えているようです． PKO法案とは別に、在外邦人救出のために政府専

用機のみならず自衛雇の輸送機も使えるように、自膏障法の改正案も、国会に提案

されています ．

私たちは、逆に、 自膏雇の渇外濠遣は、いかなる形でも匿めないという基本緯を

蘊露しました ． かつて日本が中国を侵略したときも、中国在留8本人保護という名

目が、大いに使われました ． そして、一度軍雇を渇外に送れば、あとはずるずると

轍争にのめりこんでいかざるをえない、というのが、われわれの得た敦訓だったか

らです．

そこでネットワークとしてはさしあたり、 次のような逼勤を行なうことに決めま

した．｀

1) 『ネットワーク ・ ニュ ー ス』で、この問題に関する意見をとりあげる．

2) 5月3 B （憲法記念日）を目櫃に、 市民へのアビールを作リ、 街頭でビラ

まきをする．

心あるみなさんの参加を求めます．

なお、4月24日（金）午撞5時30分より、「ネットワーク』寛2回会合を、

経済学鶉5階会議室で開きます．

（連絡先，：経済学鶴 林研究室）

1 1 9 0 



（意見その2)

イラクは何故クウェ ー トヘ攻めこむことができたか？

日本は、世界の平和を守るため、金を出すだけではなく、 人的貢献もしなくては

ならぬと言われています．自民党小沢一鳥氏にいわれるまでもなく、 8本国憲法曽

文には、こうあります． 『 われらは、平和を縫持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地

上から永遭に餘去しようと努めてゐる国際社会において、 名誉ある地位を占めたい

と思ふ』

イラクがクウェ ー トヘ攻めこんだ．そこでアメリカを主力とする遅合軍が実力で

これを追い払った．かくて世界の平和が守られた．しかるに日本は、金を出しただ

けで、自衛雇を送れなかった．これでは『国際社会』における 『 名誉ある地位』を

占められないではないか．というのが小沢一鳥氏の主張のようです．

アメリカ主力の連合軍が、果して本当に平和を守ったと言えるのかどうかは別と

して、もともとイラク軍がクウェ ー トに攻めこまなければ、平和だったのです．そ

して、 イラクがいくら攻繋したくても、武器がなければ攻めこめなかったはずです。

イラクが自力で開発し生産した武器は、 ごくわずかでした． 彼らの武器の大郎分は、

先進大国が売りこんだものでした．なんのことはない、治安を雑持する警察が、 強

盗団に武器を供給していたというのと同じです．まあ、ちょっと古い型の武器を売

リ込んでおいたので、 『 警察』が霧ったという訳ですが．ともかく、大国が小国に

武器を売らなければ、世界はもっともっと平和になり、国連軍も遅合軍も「多国籍

軍」も、 必要なくなるのです．

アメリカ ・ マサチュ ー セッツ工科大学に、近現代日本史の研究をされているJ.

ダワ ー という学者がいます．自民党小沢謂査会が最近出した、『環行憲法下でも自

衛隊を、 PKOはもちろん、国連軍にでも参加させ ることができる』という答申を

枇判して、つぎのように見言されています．
『 小沢謂査会の答申稟を支える考え方は時代遅れで、想像力と・創造性に欠け、 建

霞的でない． 全体の焦点を軍事面に置いている＇日本には軍事的な側面を減少させ、

健の国々とともに非軍事的な世界をつくることこそ、今求められている．答申案は

近視膿的で、 他国から不信を招くだろう．

『一国平和主馨』はいけないというが、日本人は『平和主艤』を置判はしていな

ぃ．畿判しているのは『一国主●』、つまリナショナリズムだ．日本は武器輸出を

行わないことを国是として守って て 国際社：会で評値されている． 8本がやるべ

きことは、こうした平和主●の上に立って国際的な貴任を果たすことだ．

『国内政治システムの強化』も唱えている．これがデモクラシ ー ヘの抑圧として

働くという懸念が起きるのは自然だろう． 『政治システムの強化』と軍事的役割の

拡張が結びつけば、アジアにとどまらず他国からの不信を増すだけだ．
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日本はもっと別の創造的な政策によって 、 世界の平和に貢献でき・る潜在ヵをもっ

ていると思う。 小沢答申案は｀ 先の大戦の反省から、といっているが、その方向は
全く逆だ。 こうした方向に進むことで、 日本が漕在力を失うのは悲しむべきことだ．

なぜなら、 日本は軍事力を悪用しない唯 一の大国なのだから． 良き原則を持てば、

他の国が見習いたくなる国家になれると思う』（『アエラ』誌 、1 9 9 2年3月2

4 日号、 1 5 ページ．傍縁は引用者）
8本が本当に武器を輸出していないかどうか、 アメリカ軍の最着兵器のコンビュ

ーター薔分は日本の半導体がなければ馳かないなどといわれていますから、少々怪

しげなところもあリますが、完成された武器を輸出していないことは竃かです． 何

かする貢献のほかに、何もしない貢献というものもあるのです． っいでに、日本が
世界中へ出かけていって、とくに開発違上国で、やっているあこぎな稼ぎも、すこ

し違慮したら、もっと世界平和に貢献できると思います． その代わり、私たちの暮

らしは、 少々低下しそうですが．

小沢一螂氏は、こう言っています。 「平和が崩れ、 世界との交流が止まったら 、

日本は徳川時代に戻る以外にありません。 四つの島で貧しく墓らすと割り切るのも

立派な行き方ですが、世界中に出て行って、 そこで得た利益でたらふく貪ぺて、い

いたいことをいっているでしょう． こんなこと平和な世の中だからできるんです』

（前掲誌、1 3ページ）

これには確かに一 理あります．ただ、残念ながら、 小沢氏の頭の中から 、 徳J11時

代の日本人のような生活を強いられている、 開発途上国40億の人たちのことは、
ずっぽり欠落しているようです． 小沢氏の論理は、 先進国の間の『国際協謂Jであ
り、 彼のいう他の国々とは、 先進諸国のことなのです．

あこぎな稼ぎを止めたとて、徳JI1時代にもどることはあリません．いくら私でも

それはちょっと困ります．しかし、 昭和のほとんどすべてを経験してきた者として、
昭和40年代、いや30年代位の生活水準なら何とかやっていけ＇ると昂います． 家

の中に火鉢がひとつしかなかった時代ですが、その中で私の子供はほとんど風邪を

ひくこともなく元気に成長しました． 畷房完働の家で育っている驀は、 栄養充分な

のにすぐ風畢をひいて熱を出しています．

軍事力を強化しようが、溝外に濠兵しようが、今のような生活が長綬きするはず
は、もともとないのです． 小沢一鳥氏の恐喝にめげず、 自衛雇の清外濠兵だけは、

なんとか阻止しましょう． （理学薔・教官）

金沢大学 平和問題 ネットワーク 第2回会合

と き：1 9 9 2年4月24日（金）1 7時30分～

ところ：経済学部5階会議室

ぎだい：逼動の進め万
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いた海軍特別陸戦廠（アメリカの濤兵隙のようなもの）が、中国軍にとりまかれ孤

立した。． いわ；ゆる上海事変である。余談だが、子供のころ、この事変を題材にした
． 

「上海特別陸戦隊」と い う戟意高揚映画を見たことがあるー大きなお皿の上に真っ

白な白米のおにぎりが山とつまれ、それを在奮邦人と陸戦廠の兵廠さんが食ぺるシ

ーンだけは今でも覚えているが、 ほかはみんな忘れてしまっーた。そろそろ食料事情

が悪くなり、白米のおにぎりなど、お目にかからなくなって いたからだろう。

この時米内海軍大臣は、一転して、陸軍の派兵を要求した． 身内の陸戦隙の危機

となると、・リペラル派も何もあったものではなかったらしい。こうして日本軍は全 ．＿

面的に中国本土へ攻め入り、1 9 4 5年の敗戦まで8年間、中国を侵略しつづける

ことになる。 —

い ま8本は、世界中に経済権益を持ち、世界中に日本人が いる． そして、日本人

商社マンをねら.;た誘拐事件が頻発するようになってきたが、政府・自民党．．財界

が急に、自衛隙の海外派遣をごりおしに押し通そうとしていることと無関係ではな
いだろう。在外邦人の保護を名目にして、経済権益を守るために自衛廠を使おうと
いうわけである。

これは、上海事変の例を見るまでもなく、きわめて危険なやりかたである。8本

人と自衛隙が危機に降れば、たちまち増援部隙を送ろうと い うことになるのは、目

に見えてい る。こうしてずるずると戦争に引き込まれる。そして、そこで8本人の

血が流されれば、その血を無駄にするなと、さらに戦争にのめり込む ． 太平洋戦争

直前の8米交渉で、アメリカは中国からの盪兵を要求した。 日本がそれを呑んでい

れば、ある いはB米穀争は回避されたかも知れな い 。中国での戦争は泥沼化し、8

本はその負担にあえいで いた。にもかかわらず、日本は呑まなかった ． すでに滋さ 一

れた兵士の血を無駄にするのかと い う、陸軍の主張にだれも反対できなかったから

である ．

いまの時点でそこまで考えるのは心配のしすぎだ、という意見もあるだろう ． で

も、いったんこの流れが姶まると途中で止められなくなるのである。 自衛廠の濤外

派兵がその転換点であると、穀前から生き延びてきた私の直感が教えてくれている．

世界にちらばる日本人の保護は、それではどうするか。お得意の情報収集で、危 ， ｀ 

一険だと思えばすぐ逃げ出せばよい•経済権益に未纏を持つから逃げおくれるのであ

る ． 財界にとっては辛いだろうが、われわれ庶民には経済権益など、•あまり関係は

な い
． もともと儲けすぎて い るのだから、この際少しくら い 鑑けそこなっても、 い

いではあるまいか。 ;;_ ' ... ..・ ．． （理学部・教官）

·; 

1 1 I 4 



1 9 9 2年4月2 1 B 

金沢大学 平和問璽

ネットワ ー ク ・ ニュ ー ス (4)

5月3日は憲法記念日です

香林坊でビラをまきましょう

自民党は何がなんでもPKO法案を通すぺく、 水面下で野党に働きかけています。

公明・民社は、 どうやら歩みよりの姿勢を示していますし、 社会党もその動きは少々

あいまいです。 一 時にくらぺると、 法案が、 たとえ少し改正されるにしても、 通る

可能性が高くなってきました．

私たち「金沢大学平和問題ネットワ ー ク」では、 4月24日に第二回会合を開き、

市民に向けたアビ ー ル文を検討しました。 （次ページ参照） 憲法記念日の5月3

B、 このビラを香林坊で市民に配ります。

このアビ ー ル文に賛成の方は、 ぜひこのビラまき行動に参加して下さい。 時間と

場所は次のとおりです。

と き：5月3日1 2時～1 3時

ところ：香林坊大和アトリオ前

1 1 8 5 



（意見その4)
従軍慰安婦問題と自衛廠の海外派遣

この間の朝鮮人従軍慰安婦問踵に対する日本人の反応を見ていて私は、今さらな
がら ＂ わが同胞 ＂ の卑しさ身ーに、・絶望的な思いをいだかざるを得なかった。

ある若い男は「これは一 方的な心理的侵略だ」という（朝B) ． 別の男は「慰安
婦の皆さんには・・・現在の韓国の経済発展の基糧になったことで納得してもらう
ほかない」という（産経）．上坂冬子という女は「従軍慰安婦は必要恵だったと思

いませんか」とまでいった（週刊ポスト）。曽野緩子という女は「禰償産業」なる
．． 言葉で（週刊ポスト）、かつて慰安蠅とさせられた人々の抗議が金めあてのものだ、

として自分自身の下劣さをむきだしにした． なお、東京での元従軍慰安爆の人々と
の記者会見で「あなたたちはお金をいくら要求しにきたのか」といった若い記者が
いたという。

卑しい人間は他人の行動の動機に対し卑しい想像しかもちえない。卑しい国もま
た·・・。

ある従軍慰安婦問題についての市民集会で、元従軍慰安婦の韓国人女性(6 9歳）
P は、会場から集められたカンパを8本での運動に使ってほしいと辞退し、それでも

と渡されたカンバを司会席に叩きつけて「私は6 9年の人生をお金で賠償してもら
おうと思って来たのではない」といった。ちなみにこの女性は1 5歳の国民学校生
の時、日本地図をかいた布に朝顔の剌繍をした罪で警察に連行され性的暴行と拷問
を受けた後、軍人用の慰安所に送られたという。

この女性だけではなく元従軍慰安蠅として名のり出た多くの人々の共通の主張と
は「B本はこの機な歴史事実をしっかりと認め、それを若い人々に教えて欲しい。
そして二度この機な事のおこらない様にしてほしい」という事ではないか。これが

人間の志というものではないか。
今、日本政府は朝鮮人従軍慰安婦問題はおろか南京大虐殺、7 3 1部廠等々、B

本の戦争犯罪のすぺてにほうかむりした上で自衛隙を海外派遣しようとしている。
韓国・朝鮮民主主馨人民共和国・中国・フィリッビン等々のアジア諸国の世論がそ
れに反対しているのはあまりにも当然なのである ． ドイツ軍がPKO参加が出来る
ようになってもナチの侵略した地域への派兵はできないだろうという� 8本国とは
一体何者なのだろうか。

私は8本国家のこの恥を知らない路線に同調したくない．そしてかつて大8本帝
国の軍隊にふみにじられた数千万のアジアの人々への何億分の一の償いとして、ま
た自分の責任として、自衛隙の海外派遣に対しささやかでも反対の運動をしたいと
思う。

（教養部 ー教官）
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金 沢 大 学 平 和 間 ● ネ ッ ト ワ ー ク

金 沢 大 学 教 官 有 志

自 衛 隊 の 海 外 派 遣 を 阻 止 し よ う

今 日 は 憲 法 記 念 日 で す

今 か ら 四 七 年 前 の 敗 載 の 日
、

二 千 万 と も い わ れ る 人 の 命 を 犠 牲 に し て
、

私 た ち は や っ と 平

和 の 大 切 さ を 身 に し み て 理 解 し ま し た
． そ の あ か し が
、

今 の 平 和 憲 法 で す
．

私 た ち は
、 こ の 憲 法 の 錆 九 条 で
、

あ ら ゆ る 種 類 の 載 争 を 放 棄 し
、

い か な る 戦 力 も も た ず
、

ど の よ う な 武 力 行 使 も し な い こ と を 誓 っ た の で す
． そ れ は
、 日 本 が 行 な っ た あ の 侵 略 載 争 へ

の 反 省 の 組 果 で あ り
、 こ れ か ら は 軍 事 以 外 で 国 際 平 和 に 貫 献 し て い こ う と い う
、 日 本 国 民 の

讐 い で も あ り ま し た
． 口 ． ．

こ の 誓 い は
、

ペ ト ナ ム 載 争
、

中 東 載 争
、

そ し て 昨 年 の 湾 庫 戦 争 に お い て
、

自 衛 隙 派 遣 を 許

さ な か っ た と い う 事 実 に 生 き つ づ け て い ま す
． ． ．  

と こ ろ が
、

今
、

政 府 は
、

国 連 へ の 協 力 と か
、

平 和 維 持 と か
、

緊 急 擾 助 と か
、

考 え ら れ る か

ぎ り の 口 実 を も う け て
、

な ん と か p k o 法 案 を 成 立 さ せ
、

是 が 非 で も 自 衛 隙 を 濤 外 に 派 遣 で

き る 体 制 を つ く ろ う う と し て い ま す
． こ れ は 私 た ち の 憲 法 の 条 文 に も
、 こ れ ま で の 政 府 見 解

に も
、

反 す る 行 為 な の で す
． い ま
、

自 衛 隙 を 濤 外 に 派 遣 す る こ と は
、 ど の よ う な 名 目 を と

ろ う と も
、

憲 法 違 反 の 危 険 な 行 為 で す
．

危 険 な 理 由 は 次 の 通 り で す
．

内 載 に 巻 き 込 蒙 れ
、

自 衛 の た め と は い え
、

ふ た た び ア ジ ア の 人 た ち に 銃 口 を 向 け る

こ と に な る ．

世 界 中 に 広 が っ て い る 日 本 の 経 済 権 益 を 守 る た め に
、

自 衛 隙 を 使 う よ う に な る 危 険

が 生 じ る
。

載 後 四 七 年 間
、

守 り つ づ け た 平 和 主 糠 が 崩 れ
、

先 道 鰭 大 国 の 力 の 政 治 の な か に 組 み

込 ま れ て い く
。

そ し て
、

ふ た た び 軍 事 大 国 へ の 道 を 歩 み は じ め る 可 能 性 が 高 ま る
。

日 本 は
、

世 界 中 を 相 手 に た く さ ん 鯖 け て
、 「 経 済 大 国 」 に な り 攣 し た
． こ れ を 多 少 犠 牲 に

し て も
、

私 た ち は 軍 事 的 な 貫 献 だ け は し た く な い
、

そ し て
、

そ れ は
、

か つ て わ れ わ れ に よ っ

て ひ ど い 目 に 会 っ た
、

世 界 の
、

中 で も ア ジ ア の 民 衆 の 願 い で も あ る と
、

私 た ち は 確 信 し て い

ま す ．

．

憲 法 記 念 日 に あ た り
、

世 界 に 請 る ぺ き 平 和 憲 法 を 守 り
、

自 衛 廠 の 濤 外 源 遣 を 阻 止 す る こ と

を
、

み な さ ん に 訴 え ま す
．
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金沢大学 平和問題

1 9 9 2年5月13 8

ネ ッ 卜 ヮ ク ． ーユ ス (5)

驚法記念日(5月3 B)爾林坊ビラまきの報告

快疇にめぐまれた5月38正午、書林坊アトリオ前に集合した、経済・法学・教

·育・教養 ・ 工学・還学・がん研という多数の菰局からわずか教官20人および学生

有志1人が、運休初日でにぎわう人々に、なれぬ手付きで、なれた手付きの人もい

ましたが、 「憲法違反の自衛隧の海外派遣を限止しよう」というビラを配りました�.

用意した1 6 0 0枚はおよそ1時間でまきおわりました． ．

自公民3党による強行採決のあくる8にたまたまぷつかった昨年のビラまきにく

らぺると、市民の反応はいまひとつでしたが、それでも多くの人達が快＜受け取っ·

てくれました。金大教職絹執行部の人達が同時にPKO法案反対署名をとりました

が、その結果によると、だいたい半数ぐらいが観光にきた県外の人だったそうです。

私たちのビラ半分も、期せずして全国に流れたことになります。•

連休の貴重な時間をさいてビラまきに参加していただいた教官・学生有志のみな

さんに、深くお礼申し上げます�...ー : •

—-•一•-―•-- .-.- .===.- •一--•----------•-•--•—•--•—•----—•—•—•—•--••一•一— - -------•—•-•—•-•—•----h 

r ネットワ ー ク」第三回 会合のご運絡

自民・公明・民社三党が、またしても陰で密室政治に走り、社会党も少々動きが

怪しげで、PKO法案はいくつかの改正はされるとしても、今月末に成立の可能性

が濃くなってきました。私たち「ネットワーク」も、これに傭えて、活動を強化し

なければなりません。いかに運動を進めるかについて、広く皆さんのご意見をおう

かがいしたいと思い、つぎの予定で第三回の会合を開くことにしました。忙しいと

は思います が、多くの方々の参加を期待します．

「ネットワ ー ク」第三回会合

と き：5月1 8日（月）午後5時30分～1時

ところ：経済学部5回会議室

ぎだい：今後の運動について

（連絡先：経済学部 林研究室）
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（意見その5)

定年退官された教官からの手縁

謹啓

五月のそよ風が吹く膏葉の季節になりました。先生にはお変りございませんか。

五月三Bは憲法の8で、四五年前、浜松で浪人中に憲法大臣であった金森徳次郎

国務大臣が、薪憲法の主旨について全国を講演して廻り、憲法第九条について、戦

争放棄の項を特に力駁されました。私はその時、・「自衛権なき控立国」は考えられ

るか？と、疑問を持って聴いていました。

その後、四高に入って倫理の授業で安藤教授から、再びこの事について講羞され

ましたので、私はこの疑問について貫問したところ、先生は「平和憲法は世界で初

めてで、この崇高な精神で世界をリ ー ドして行かねばならない。」と答えて下さい

ました。しかし私はまだ疑問がとけませんでした。

それから時が経ち、世界は変わり、冷戦も終り、敗載国 e 本は経済大国になり、

自衛と正義で湾岸戦争は姶まり、その戦後処理に国連の名の下、再び武力が出て来

ました。今私は今までの考え、疑問からやっと晴れ、「自衛なき独立国」の精神を

国連を通じて全世界に広めるぺきだと思います。 ・ .  
先日、高校生の八0％以上がPKOに反対というアンケ ー トに、力強く感じまし

た。将来、自衛と侵略は区別することは出来ず、自衛のための軍廠が結局侵略戟争

を起すことを知りました。将来自衛なき独立国を志向する内閣が出来る事を願って

います。

学生は次の時代を担う力です． 学生時代にしっかりとした考えで社会をリ ー ドし

てもらいたいものです。

大学の方も移転などで、大変な事と思いますが、益々御健康にて将来のためにご

活躍下さる事を祈っています。

「ネ7トワ ー ク」からのお罵い 敬具

1 「ネットワ ー ク・ニュ ー ス」にご意見をお寄せ下さい．

ネットワ ー ク ・ ＝ュ ー スは、学内のすぺてのみなさんに開かれたニュ ー スと

して、運営しています ． これまで出た意見に対する反論でも結構ですから、

みなさんの率直な意見をお待ちします。

2 「ネットワ ー

？・ニュ ー ス」を配ってくださる方はおられませんか，

現在ネットワ ー ク．・ニュ ー スは、法・文・経・理・教養の各学部の教官ほぽ

全員と、教育·エ・がん研の 一部、それに以上の各学部の学生の一部に、お

よそ8 0.0部配っています。医学部・薬学部・付属学校にははいっていませ

ん。ネットワー ク・ニュ ー スを配ってやろうという奇特な方がおられました

らご連絡下さい。一学部全体にでも、自分のゼミの学生だけにでも結構です。

必要部数を学内便でお送りします。

（連絡先：経済学部 林 研究室）
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（意見その6)

「日本近代史」からの発言

1 8 8·9年に大8本帝国憲法が発布されて「大日本帝国」の枠組みができてから、

l 9 4 5年の敗戦まで約fi.O数年間あります。このあいだに、日本が海外に兵力を

派遣していたときを見てみましょう。

l 8; 9.4~95年

1 9 0 0 年

1 9 0 4~05年

1 9 1 0年
1 9 ·1 4~1 8 年

• ·1 9 1 8~2 1 年

1 9 2 7~2 8 年

1 9 3 1年
1 9 3 2年
1 ·9 3 7年

1 9 4 1年

1 9 4 5 年

日清戦争 (9 5年 台湾を樋民地化）

羞和団事件で中国へ源兵 (·1 9 0 1年の北京議定書で

e 本軍の華北鼈兵権を認めさせる）

日露職争 （以後·1 9 4 5年まで朝鮮半島には日本軍常

駐）

8韓併合 （朝鮮の植民地化）

第一次世界大職 （山東半島などへ出兵）、 ．

シペリア出兵 （カラフト《現サハリン»には1 9 2 5

年まで出兵）

中国・山東半島へ出兵

満州事変 （「満州国」をつくりあげる
｀

芯m （中国全土への派兵） ］ ；；：：：。

太平洋殿争 （アジア全域へ派兵）

敗戦

上の年妻から 、8本が海外に出兵して戦争をやっていた期間を計算してみて下さ

い。ゅうに30年をこえます． しかし、これは交戦状態にあったときだけの計算で

す。18 8 9年の大8本帝国憲法ができてからの60数年闊のうち、海外に日本の

兵力が派遣されていなかった期間はほとんどありません ． 20世紀に入ってからは、

1 9 0 0年の羞和団事件で中国に軍瓢が常駐するようになりましたから、海外に日

本軍がいなかったことはまったくありません． もちろん、その軍廠が、いつも戦争

をやつていたというわけではありません． しかし、1 9 3 7年の日中全面戦争のきっ

かけとなったのは、北京郊外の8中両軍の衝突（慮溝橋事件）によるものです． な

ぜ北京郊外などに8本軍がいたのかというと、30数年前の北京議定書による華北

駐兵権にもとづくものです。

自衛隊をともかくも「外へ出す」ということは 、すぐには戟争につながることに

はならないかもしれません。しかし、 「軍」というのは、いったん、既成事実が与
えられると、コントロ ー ルのきわめて腱しいものであることを、日本近代史は雄弁
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金沢大学 平和問題 1 9 9 2年5月1 9日

ネ ッ 卜ワ ク． ーユ ス (6)

参議院ではpk0法案に闘する貫疑が繍き、それと平行して、各党闊の怪しげな

取り引きが行なわれています． 戦後何とか守られてきた日本の 「 平和主羞」が、こ

のようなことでなし崩しにされてもよいのでしょうか．

「金沢大学平和問●ネットワ ー ク」では、5月1 8 Bに第3回の集会を開き、ネッ

トウ ー クとしてこの事璽に如何に対処すぺきかを話し合いました． そして、PKO

・自衛廠の海外派遣•平和的な国際貫献などの問■について、『討論集会』を関＜

ことを決めました．

-··-·-●9●T9●こ●●●

i 
と き： 6月3日（水）1 7時30分～ i

ところ：教養部会議室（予定）

報告者：交渉中

私たちは昨年以来、．「 国連平和協力法案J 「 湾岸戦争」rPKO法案」と、3回

に渡って署名運動を行ないました ． いずれも200名を上回る賛同を得ましたが、

今回の『討論集会』には、署名に参加していただいた方々に是非出席していただき、

討論に加わっていただきたいと思っています。また、教員だけでなく、学生の参加

も歓迎します ．

また、この『討論集会』で、全学の教員・職員・学生および一般市民に対する私

たちのアビール文を採択していただき、早急に学内・学外でのビラまきを行なう予

定です ．

計画の最終的な詰めと、アピ ー ル文の作成のため、第4回のネットワ ー ク集会を

下記の通り闘きます ． こちらへもご参細ください．

ネ ットワ ー ク第4回集会

と き：5月25 8（月）1 7時30分～

ところ：経済学部5階会議室
ぎだい：アビ ー ル文の作成

なお、

した。

この『討論集会』は、金大教職組が全面的に協力してくれることになりま

（連絡先：経済学部 林研究室）
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金沢大学 平和問題 1 9 9 2年6月4日

ネットワ ク ・ ーユ ス(8)

第1回 『討綸集会：自衛廠の濤外派遣をめぐって』の報告

自公民3党がPKO法案の委員会採決を強行しようとしている6月3 B、 金沢大

学平和問IIネットワ ー クは、 第1回の『討論集会』を開きました．事慧の進展に比

ペて手ぬる いと怒られそうですが、 そこは「大学教官」の運動というもので、 その

代わりじっくりと息長く、 理論的に縫縞していくことで、 お許しを願いた いと思い

ます。

集会ではまず、 村上和光氏（教育学部・経済学）と五十嵐正博氏（法学部・国際

法）の両氏に、 問題提起をしていただ きました 。 村上氏は、 8本の経済が今度のP

KOと自衛隊派遣にいかにかかわっているかを分析され、 五十嵐氏は、 冷戦終了後

国連およびPKOが変貫してきたこと、 そして先進諸国による開発途上国のしめつ

けに利用される 方向を示していることを指摘されました。 村上氏の講演要旨を●せ

てありますのでお魏み下さい。五十嵐氏の講演要旨は次号に掲載します．

これらの報告をもとに、 いま私たちは何をするべきかについて討論を行いました。

そして、 あらかじめ用意した アビ ー ル文「自衛隙の海外派遣を認めるPKO法案に

反対する 」を修正の上採択しました．

今後は、 このアビ ー ル文をマスコミ各社に送った り、 ビラにして学内·学外でま

くことを予定しています。 日時その他が決まりま、した らまたこの『ニュース』でお

知らせしますので、 よろしくご参加下さい。

集会には、 法・文・経・エ・教育・理・教養・がん研から教員20数人がこられ、

教職組も参加されました ． また 、 学生や院生が、 1 0人足らずでしたが、 きてくれ

たことは、 ネットワ ー クとしても心強く感じました．自衛蠍の海外派遣の道が開け

て、将来ひどい目にあうのは、 先の短い年 より教官ではなく、 若い学生諸君なので

すから、 もっと関心を持ってほしいと、 先の短い教官は思っています。

第1回『討論集会』における問題提起

1.: PKO反対への一つの立騨点 ー ー ジャバンマネーが作る ＂ 憑のジャングル”

（教育学部・村上和光）

現在のPKOをめぐる情勢について、 経済学の方向から若干の問題整理をしてみ

ます。 といっても、 ただちに断わっておかなければならないことは、 古奥的な帝国
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主義の時代ならばいざ知らず、現代においては、単に経済的背景からPKOのよう

な政治的・外交的·軍事的動向を分析することはできないし、また正しくはない、

という点です。したがって、あくまでも経済学という視点から大きくとらえた見取

り図にすぎません。それをふまえて現在のPKOの問題をあえて経済的に把置する

と、以下の点が重要です ．

まず e 本国内では、 （1)企業(2)国民(·3)政府の間に次のような連関がみ

てとれます． っまり政府は国民への社会保障その他の公的支出を削減する・一方で、

不況対策として企業への政策的援助を強かしていますが、その結果、企業は経済力

を強めつつ、その利潤の一部を企業内福利体制整儀へ回わすことによって労働者の

企業内統合を深化させます。これこそ国民からすればいわゆる憲名富き8本型「会

社主羞」であり、過労死·単身赴任などの根源ですし、政府が国民への社会保障を

削減しえる受け皿でもあります。

こうして、企業のみの国内での繁栄は内需型経済成長を阻害し、パブルなどをも

たらしつつ、企業収益による過剰資金は国民生活充実を実現せずに濤外ヘジャバン

マネ ー として流出していきます。

そして海外へ流出した8本のマネ ー は、一方で日本の買易黒字に原因するアメリ

カの経済破綻のマッチ・ポンプの役割を果たします。また他方でジャパンマネ ー は

開発途上国へ融資されて累積債務問題を一層深刻にしていきます．

こうして e 本と世界はジャバンマネー を媒介として＂ 悪しきトライアングル ＂ を

形成しています。つまり` 8本国内の生活基盤の患化こそ、世界レベルでは、アメ

リカ経済と開発途上国の破綻を作り出し拡大させているのだ、と． まさにここで見

事に我々の日常と世界の問題とは切り結んでくるというぺきでしょう ． 8本国内の

問題を我々が放置していることが、とりもなおさず世界の困●を増幅させている、

という連関で。

そこでPKOですが、以上のつながりを前提にするとPKOの経済的背景として

次の3点が見えてくるように思えます ． すなわち、(1)このような8本の世界的

幾模での憲慶彊が、それにふさわしい政治的・軍事的責格として 一 一支配層が一一

PKOを求めていること、(2) B本マネ ー （自身）が追いこんでいるアメリカ経

済の困●化をサポ ー トとする名目でPKOを求めていること、(3) B本がその一

端の責任をもつ開発途上国に対する e 本の膨響力増大を一 ー カンポジアなどへの 一

-PKO薫遣としてめざしていること、などです．

もちろん最初にふれたように、 P K.Oと経済の関係はあくまでも「間接的」なレ

ペルにとどまります ． しかしそれにしても、現代の8本と世界経済の特有な関連図

式の中にPKOが位量づけられていること、それだけはどうも否定できないようで

す ． そしてその闘連図式の形成の一つの端初が、我々が日本経済の現実を許してし

まっている点にこそあるのもまた事実なのです。

PKO反対への立調基儘のニユを、そこに求めることも可能ではないでしょうか。

1 2 0 5 



1

 2  0  6

自 衛 隙 の 濤 外 派 遣 を 認 め る P K O 法 案 に 反 対 す る

今
、

宮 沢 内 閣 は
、
一 部 野 党 を 抱 え 込 ん で
、 P K O
．
法 案 の 今 国 会 で の 成 立 を 目 指 し て 必 死

に な っ て い ま す
。 自 衛 隙 の 濤 外 派 遣 へ の 道 を 闘 く こ の P K O 法 案 を 認 め る と い う こ と は
、

約 半 世 紀 の 間 曲 が り な り に も 守 ら れ て 書 た 憲 法 九 粂 に
、

事 実 上 の 最 懺 の 一 肇 を 与 え
、 日 本

の 海 外 武 力 遣 出 の 最 初 の 一 歩 急 許 害 す る こ と を 意 味 し ま す
．

私 た ち は
、

自 衛 廠 の 濤 外 派 遣 と い う こ と に 対 し て は
、

ハ ッ キ リ と 反 対 し 蒙 す
． 日 本 が 憲

法 で 軍 庫 ・ 戦 争 の 放 棄 を 明 記 し た の は
、

そ れ 以 前 に 日 本 が 世 界 各 国
、

特 に ア ジ ア や 太 平 洋

の 11 国 に 対 し て 軍 廠 に よ る 侵 略 を 行 い
、

そ こ で の 参 く の 人 々 の 生 命 を 奪 っ た と い う こ と へ

の 反 省 か ら で は な か っ た の で し ょ う か
． に も か か わ ら ず
、

私 た ち は 蒙 た 自 衛 廠 と い う 「 軍

廠 」d を 濤 外 に 出 そ う と い う の で し ょ う か
． ． ．  

も ち ろ ん
、 日 本 は 世 界 の 一 員 と し て 平 和 織 持 の た め に 責 任 を 果 た す の は 当 然 で す
． し か

し 、 日 本 の 国 際 協 力 は
、

憲 法 九 粂 を 踏 ま え た も の で な け れ ば な り ま せ ん
．

更 に
、

そ の 国 際

協 力 の 前 提 と し て
、

わ が 国 の 侵 略 載 争 に 対 す る 反 省 が 問 わ れ て い る こ と も 忘 れ て は な り ま

せ ん
。

戦 後 の 日 本 は
、

本 当 の 憲 疇 で
、

錆 二 次 世 界 大 戦 で の 日 本 の 行 為 に 対 し て 反 省 し て き

た で し ょ う か
。

広 島 に は 「 過 ち は 二 匿 と 繰 り 返 し ま せ ん 」 と い う 碑 が 作 ら れ て い ま す
。 し

か し そ の 「 過 ち 」 の 中 身 を 私 た ち は 真 剣 に 着 え て き た で し ょ う か
。 ま た そ の 「 過 ち 」 に つ

い て
、

続 い て く る 世 代 の 人 々 に キ チ ン と 伝 え て き た で し ょ う か
。

私 た ち は
、

ア ジ ア の 一 員

と し て あ る い は 世 界 の 一 員 と し て
、 こ の 問 ● を 避 け 続 け て き た と 非 難 さ れ て も 仕 方 が な い

の で は な い で し ょ う か
。

教 科 書 検 定 に 際 し て 政 府 が と っ て き た 態 度 は r 過 ち 」 の 中 身 を 隠

す 事 ば か り で は な か っ た で し ょ う か 従 軍 慰 安 婦 の 間 題 に し て も 同 機 で す
．

私 た ち 日 本 人 は
、

か つ て 日 本 が ア ジ ア の 中 で あ る い は 世 界 の 中 で 犯 し た ＂ に 対 す る 明 確

な 反 省 を し な い ま ま に
、

た だ た だ 憲 法 の 条 文 の 解 釈 を い ろ い ろ と 「 工 夫 」 し て い つ の 間 に

か 世 界 で も 有 数 の 軍 廠 を 持 つ に 至 っ た と 言 わ ね ば な り ま せ ん
。 そ し て 今 度 は そ の 「 軍 隙 」

を 「 世 界 の 平 和 維 持 の た め に 」 派 遣 す る な ど と い う の で し ょ う か
． こ ん な 事 は 絶 対 に 許 さ

れ ま せ ん
． 日 本 が 載 後 四 五 年 間 に 強 力 な 軍 隙 を 持 つ に 至 っ た 事 は 事 実 で す
。 し か し こ の 事

実 は 同 時 に
、 日 本 が 世 界 の 中 で の 8 本 の 役 割 と い う も の を 真 剣 に 考 え な か っ た か ら こ そ 可

能 に な っ た 「 事 実 」 で す
． 自 衛 隙 と い う 「 軍 廠 」 は
、

い わ ば 歴 史 的 無 反 省 の 象 徽 な の で す
．

そ れ な の に な ぜ 今 に な っ て
、

政 府 や 財 界 の 指 導 部 は
、 「 世 界 の 中 で の 日 本 の 役 割 」 な ど

と 言 え る の で し ょ う か
．

観 ら に は そ れ を 言 う 責 格 な ど な い は ず で す
．

観 ら が そ の よ う に 言

う 時
、

そ の 言 葉 の 背 後 に は
、 「 世 界 の た め 」 で は な く て 「 日 本 の た め 」 と い う 意 識 し か な

い こ と は 明 確 で す
． し か も そ の 「 日 本 」 と い う の は
、

か つ て 日 本 国 憲 法 の 成 立 と 共 に 葬 り

去 ら れ た は ず の 「 大 日 本 帝 国 」 の 亡 霊 の こ と で し か あ り ま せ ん
．

あ る い は
、

観 ら の 言 う 一

世 界 」 と い う の は た か だ か 欧 米 先 進 国 と い わ れ る 国 々 の こ と で あ り
、

そ こ で の パ ワ ー ゲ ー

ム の つ き 合 い で し か あ り ま せ ん
。 ＇ ．

今 こ こ で P K 0 法 案 を 認 め
、

自 衛 隙 の 海 外 派 遣 を 認 め て し ま う と い う こ と は
、 日 本 国 憲

法 の 精 神 を 殺 し て し ま う こ と で す
．

今 こ こ で P K O 法 案 を 鰐 め
、

自 衛 隊 の 海 外 派 兵 を 認 め

て し ま う と い う こ と は
、

我 々 が ま た 多 く の 若 者 た ち を 「 戦 争 」 に 送 り 出 す こ と を 認 め る こ

と で し か あ り ま せ ん
． こ れ は 絶 対 に 許 し て は な ら な い の で す
．

一 九 九 二 年 六 月

『 討 綸 集 会 』 で 採 択 さ れ た 『 ア ピ ー ル 文 」
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6月3 8の『討論集会』で採択されたアビ ー ル文（ニュ ー ス8号参照）を、 6 月

8 B （月）の昼の時間に、 場内キャンバス・生協周辺で学生に手渡しました。時に

受け取りを拒否する学生もいましたが、 おおむね心ょ＜受け取ってくれました。 用

意した5 5 0枚は1 5分くらいでなくなり、 ちょっと少なかったようです。

なお、 NHKの「ニュ ー ス630」が取材にきましたので、放映されるかも知れ

ません。

・・ 国会では、 社会・共産両党と連合参議院の一部の議員が、 史上希に見る「牛歩戦

術」で頑彊っています． どうせ何をやっても通るのだから空しいという気持はあり

．．．'' ，ますが、 同じ通るにしても、反対の意思妻示を強く示すかどうかで、•その法案の使

「平和問題ネットワ ー ク」は、 これからも運動を縞けていきたいと考えています

ので、心ある人の支援を期待します。
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ネ？トワ ー ク第5回集会のお知らせ

以下の予定で集会を開きます． これからの運動の道め方を相駿したいと思いますの

で、 多数お集まり下さい．
•• . 

き： 6月1 2 B（金）1 7時30分ー

9 ところ：軽済学部5疇会議室（角闊）

ぎだい：これからの運動をどう遣めるか

と

（連絡先：軽済学部 林研究室）
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第1回『討綱集会』における閂履揖起（その2)

自衛廠の海外派遣をめぐって （五十嵐正博：法学部）

自衛隊の海外派遣をめぐって、まず考えるぺきことは、わが国は本当に平和国家

であるか、 8本国憲法の平和主羞は本当に守られてきたかということです．

最近、 カンポジアの離民救援につくした人々の実話に基づ い て作られたアメリカ・

のテレビドラマの中で、 おそらくUNHCR（国連●民畜等弁務官事嘉所）の職員

である女性は、 カンポジアから璽民となっている遍児を養意で引き受けようとして

いる、アメリカのある農村部に住む女性にたいし、瀧しい口調で次のように言いま

した ． ：・「養意でかわいそうな子供を引き取れば済むことではない。 カンポジアで

多くの離民が生まれてきたという問題の本貫は、アメリカがペ トナムに介入し、さ

らにはカンポジアにまで介入してきたことにある ． 」

日米安保条約の下、沖縄からどれだけの852が飛び立ち、 ペ トナムそしてカン

ポジアに爆撃を加えたことでしょうか ． わが国も明らかに荷担した現在のカンポジ

アの状況について、 アメリカ政府はもちろんわが国政府がその責任を少しでも認め

たという話を聞 い たことはありません． UNTACに要する費用は24億ドルと見

積もられています。わが国が「湾岸戟争」の際、アメリカに差しだした額は・ 1 3 0

億ドルでした。これがいかに巨額であるかということがわかります ． この 1 3 0 億

ドルは、 イラークの人クを殺し、 イラクの領土を嬢壊するために用いられました。 イ

ラクのクウー―卜侵略を正当化することはできませんが、だからといって、平和的

解決を一 切追求しようとせず、こうした殺人・破攘行為に明らかに荷担したのです．

どこが平和国家でしょうか。世界第3位の防衛予算を持つ自衛廠（もっとも防衛

庁は、 世界 6 位といっています）が、 どうして憲法9条の下で合憲であるといえま

しょうか。

さて、PKOの問題を考える際に、 国連の変容について語らなければなりません．

国連が創殷されてまもなく、東西の冷戦状慧の下で、 安保理はほとんど懺能しな

くなりましたが（安保理の決定にはい わゆる五大国の同重投票が必要ですから、 い

ずれかが反対すれば拒否権となります）、アメリカを中心とする西鋼先進責本主羞

国の圧倒的な力が及んでいた時代がしばらく縞きました． 60年代から10年代中

期にかけては、非植民地化の勢いに乗って途上国の発言力が増し、 アメリカはレ ー

ガン政権の下で、アメリカの主彊がなかなか通らないと い うフラストレ ー シ•ンの

中で、 国連脱退という脅しをかけたりしたのでした ． 60年のコンゴ動乱の際には、

PKO（コンゴ国運軍）は内職に巻き込まれ、あげくのはてには、 国内の治安維持

を名目にして空港の閉鎖、放送局の占拠という任務まで与えられ、ある一派が国連

が内戦を武力鎮圧しようとしていると見なして国連軍へ：の敵対行動にでたのにたい・

して、 国連軍側も武力行使をすることになったので ・した ．
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p K ()は、 事慧によっては、 自ら武力行使をすることになるのです。 PKOが国

連憲章に基糧をおかないものであることはよく知られています． 薗止めがないので
す。

現在の国連はどうでしょうか・ アメリカは経済的にはかつての栄光は全くありま

せん． 資本主蓑国自体もさまざまな矛盾を抱えています． なにをきっかけに世界的
な経済的危機が起こるか分からないのが現在です． 「湾岸職争」はまさにそのこと

を証明してみせたのでした。 国連は、 これまでにPKOの諸活動を通じていくつ

かのその指導原則を打ち出してきました。 しかし、 それらは決して碩立したもので

はありません．

大国の誹除の原則（先のカンポジアの例でも見られますように、 大国はいずれの

紛争においても直接、 間接に関わりを持っていることがほとんどですから）は、 ま

さになしくずしにされようとしています． 国内問麗不介入・中立の厳守の原則は、

コンゴの例に見られるように（そしてカンポジアもそうなることが目に見えている
ように）、 事慧によってはまたたく間にホゴにされてしまいかねないものです． さ

て、 内戦状慧においてある一派が国連軍にたいして突如敵対行動を取った場合、 そ

してその一 派が反米であった場合、 今の国連でしたらPKOから一夜にして「多国

籍軍」に変身させるでしょう。 アメリカに逆らうものは力で「やっつける」ことに
なるでしょう。

PKOを派遣·駐留させる際に「関係国の同意」という原則もあります。 国上且！

との紛争の場合でしたら、 それでいいでしょうが、 一国内における内戦となると「

関係当事者の同意」でなければなりません。 そうでないかぎり、 国内問題に介入す

ることになり、 当然中立性は保たれません。 国連は、 関係当事者の同意は望ましい

ものではあるけれども、 絶対の原則ではないという立場を取っています。 国連のP

K·O特別委員会(8本を含む34か国で構成）はこの6月1日報告書を提出しまし

たが、 ここでも当事者の同意を絶対視するものではないと述ぺているようです。 新

聞報道ですから、 詳●は分かりませんが｀もしかすると、 当事国の同意も必要でな

いという趣旨とも思われます． そうであればなおのこと, PK 0は隈りなく「多国

籍軍」に近いものになってしまいます．
．．

政府自民党はこれまでさまざまの口実を骰けて自衛廠の潟外源遣の道を見いだそ

うとしてきました． 現在の世界責本主●は極めて不安定な状況にあり、 とりわけ、

先道国の資本が道出している璽三世界鱈国は不安定な状況にあります。 そこで経済

活動を行う責本家の立場からすると、．． いかに濤外市場を安全を確銀するかが大きな

問●です． わが国は10年代以降、 責本の海外違出が重んになってきました。 従来

はアメリカの世界載略に頼っていればよかったのですが、 アメリカの地位の相対的

低下の中で、 わが国も世界市場の安全の確保のために「貫獣」せざるをえないとこ
ろまでさていると考えられます．

臨調行革路縁は資本の政府にたいする要求の変化をまさに体現したものです。 国
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家予算において福祉関係が切り捨てられ、 ODAと軍事費が増え縞けてきました。

つまり、資本が海外で物を生産するようになると、｀遮出先の市場環墳
．

の整備が必要

になるからです。 海外援助の目的は、 援助される鋼の国民の利益のためでなく、 わ

が国の資本が進出して経済活動を行い、 原材料や市場を確保するためなのです． 自

衛隊の海外派遣に道を開くことによって、 在外自国民の保護の問•がでてくるでしょ

う。 もちろん一番危険なのは、 在外自国民の身体が危険にさらされていることを理

由にして（なぜそのような事態になったのかという理由はもちろんいっさい無視し

ます）、
；

いわゆる「人道的干渉」の名の下に、 軍事介入をすることです ． しかし、

現在もっともありそうなこっとは、 途上国においてわが国（企業も含めて）と密接

な利櫂で結ばれている中央政府が、 反政府勢力によって打ち倒されかねなし`ヽような

状況になったとき、 中央政府の「要請」を理由にして、自衛隙を派遣するという図

式でしょう。 これに国連という鑓の鐸旗をたてたPKOというヨロイ武者になりす

ますことでこの図式は完成します ． 支配・従属そして抑圧の構造は、 「カネ」だけ

でなく「武力」の後ろ楯をえてますます深まっていかざるをえなくなるのです。

(1992 • 6 · 6) 
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（意見その7)

自衛隊の海外派兵とJ I S規格

NHKの世論調査によれば、 自民党のいう政治改革が実現するかどうかという問

題に対して、 90％が思わないと答えているそうです。

平凡な市民は、 ほとんどが政治家は本音をかくして嘘の議論をすると思っている

のです。 このことはまったく正しいと言えます．

PKOの議論についても同じことが言えます。 たとえば国連中心主●というのは

アメリカ中心主羞と翫み変えると、 よく分かるといわれます ． ィラクがクェ ー トに

侵略したのと同じように、 イスラエルもバレスチナを侵略．しました。 国連はイスラ

エルが侵略した土地から●退するよう決議しましたが、 イスラエルはバレスチナを

占領したままです。 それどころか、 アメリカは逆に多額の軍事援助をイスラエルに

行ない、 イスラエルのバレスチナ占領を助けています． そのうえB本にも、 イスラ

エルを援助するよう要求してきました。 8本は国際的孤児にならないために、 国連

決議に反してイスラエルに援助をすべきなのでしょうか。 それとも国連決議にした

がって国際的孤児になるぺきなのでしょうか．

一方、 他国から侵略を受けたり、 内殿の解決を国連に頼んでもまったく無視され

ている国もあります． 東チモ ー ルは、 インドネシアに占領され多数の人々が殺され

ましたが、 国連はまったく無視しています。 東チモ ー ルの人々は 8本にもやってき

て、 日本がインドネシアに行なった援助が東チモ ー ルの侵略に使われているので、

インドネシアヘの援助を中止してほしいとうったえましたが、 日本はインドネシア

への援助を統けています。

もちろん、 アメリカ自身が侵略した場合には国連は何もできません． グレナダに

左翼政権が成立すると、 アメリカは留学生の保護を口実にグレナダに侵攻し、 左翼

政権をつぷしました． バナマに侵攻して、 他国の大統鎖ノリエガを撼えたのもアメ

リカです．

PKOは、 相手国の要請があってはじめて派遣されるというのも、 まったくの嘘

です． ィラクヘのアメリカの侵攻の後始末をするために派遣されたPKOは、 イラ

クの承認を得ていません． しかも、 アメリカのイラク侵攻軍がそのままPKOと名

前を変えただけです ．

アメリカが軍隙を派遣したり、 日本が経済援助を行なったりするのは、 それぞれ

自国の支配者の利益のためであって、 決して国際的貫猷のためでもなければ、 国連

中心主襲のためでもありません．

それでは、 日本はカンポジアに何故軍隙を派遣したいのでしょうか． それはJ I 

S規格のためだと思います． 東南アジアにはすでに8本の工業製品があふれていま

す。 それらの工業製品を修理したり部品の供給をする必要から、 東南アジアではJ
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IS規格が幅をきかしています。アメリカ軍が派遣されれば、当然アメリカ式のヤ

ード、ポンドが幅をきかすことになるでしょう．ここで日本の自衛隙が派遣されれ

ば、それにともなって多量の工業襲品がカンポジテに送られるこどになり、東南ア

ジアでの日本の経済圏がさらに広がることになります．すでにヨ ー ロッパでは、E

Cが、南北アメリカでは合衆国が、さまざまな障壁をもうけて 、8本の工業製品の

侵入を防いでいます。日本の企業が勢力を絋大しようとすれば、それは東南アジア

以外にはありません。幸か不幸か、アメリカにとってペトナム、カンポジアは、か

つでアメリカが侵攻して敗北したところです． アメリカが軍鰍を派遣したくても、

決して 派遣できない国なのです．したがって、日本がカンポジアに派兵しても黙っ

てみて いるよりしかたがありません ．

e 本がカンポジアに軍廠を派遣すれば、中国や韓国など、かつて8本に侵略され

た国が、疑心暗鬼になることは当然でしょう． ドイツでは、過去への反省にたって、

NATO域外への軍諏の派遣については、かつてナチスが侵攻した国には軍隙を送

らないという原則をたてています． 太平洋戦争直前、日本が、当時仏頓インドシナ

といつていた ペ トナム、カンポジアヘ軍廠を派遣したとき、アメリカはB本に石油

を輸出することを禁止してこれに対抗し、そのことが対米戦争の直接の引きがねに

なりました。日本が太平洋職争後最初に軍瓢を派遣する国が、かつて日本が韓国、

中国侵略のあと最初に侵略した国であることは、日本がいかに反省しない国である

かの証明です。おそらく、アメリカの ペ トナム戦争同機、ジャングルのなかで日本

の若い人たちが次々と錢弾に倒れたあとで、はじめて 侵略を中止するようなことに

なりそうです．しかし：そのときはすでに、兄弟や子供など、身の回りの人に多く

の死者を出した後なのです。

J I S規格の支配のために、 ペ トナム戦争同機の泥沼の戦争の危険を犯すことは

止めましょう。そして、PKO法案に反対しましょう ．

（理学部教官）
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1 9 9 2年6月1 7日
―

•

金沢大学平和問題

ネットワ ー ク ・ ニュ ー ス(1 0)

1 9 9-2年6月1 5 8、社会党と社民連の捨身の抵抗を無理矢理押し切って、自民・ノ

公明 ・ 民社の三党は、遂に「P.K 0法案」を成立させました． 4.7年前、ほとんど

i �.-<'·_.. :·.-.食ぺるものもない廃嘘の e 本で不戦を誓い、それを平和憲法として世界に示した e

本人の心意気は、飽食と繁栄の下で遂に風化してしまったのでしょうか ．

しかし、法律が通ったからといって、それに従わなければならないことはありま ．．・一・

せん。最高法規である8本国憲法に違反する法律は、本来鎌効なのです． そしてP
KO法は、ほとんどすぺての憲法学者が指摘するように～違憲の疑いがきわめて濃

厚な法律です ． もともと政府自身が、最高法規である憲法を無視し続けているでは

ありませんか。 「 金沢大学平和問麗ネットワ ー ク」は、今後も日本の軍事大国化を

阻止するために、ねばり強く運動を縞けていきたいと考えています。

ニ・ ネットワークを構成している人々のなかには、多様な意見があります。自衛隊の

海外派遣に反対するという 一 点では一 致していますが：たとえば「国際貢献」に関

して、必要性を認める人もいれば、それはまやかしにすぎないと考えている人もい

ます。

そこで、ネットワ ー クでは、多機な考えの人に問霞提起をお願いして『討論集会』 ． ， 

を継統して開いていくことを計画しています ． また、そこで討論された内容を、こ

の「ニュ ー ス」を通じて、できるだけたくさんの方にお知らせしたいと思います。

また、必要に応じて、学生や市民に訴えるビラまきも行います ．

・ ・
ク・
.
-． ．．

 

．．
 

さしあたり、PKO法が成立したいま、我々の考えを「声明文」として公妻する

ために、第5回の「集会」を開きます ． 多数ご参加下さい ．

と き： 6月22日（月）1 7時30分～

ところ：理学部会議室(1階）

ぎだい：声明文の検討と今後の運動方針

（連絡先：経済学鶴 林研究室）
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金沢大学平和悶·

ネットワ｀ーク · - ユ

1 9 9 2年6月2 5 e

ース(l 1) 

し 6月2,2:_ B、理学鶴会議室で「ネットワ ー ク第5回集会」を開きました•折あし ‘

く教養鶉分会の教研集会と重なり
、

出席者が少なかったのですが、PKO法が成立

してもあくまで自衛廠の濤外派遣に反対する運動を縞けて行こうということを確認 ··` 

しました． 決定事項は次の通りです。

l PKO法成立にあたって、ネットワ ー クとしての声明文を公妻する ． （別甑1)， ー`・ ・・ー •

2 同じく市民へ向けたアビ ー ル文をつくる。 （別蔽2)

3 「声明文」を7月2e (*)昼の時闇に、城内キャンパス生協付近で学生に配

る。 「アビ ー ル文」は7月四 e （土）昼に、香林坊でビラまきする。．．

4 「ネットワ ー ク」のなかにも、たとえば「国際貫献」をめぐって多様な意見が

あり、議論を通じて認識を深めていく ．

4については、この「＝ュ ー ス」を活用して、内容を皆さんにおとどけします。•

また皆さんのほうからも、どんどん投稿してください。

香林坊でのビラまきに

参加しませんか

と き： 7 月4日（土）12時一

ところ：香林坊アトリオ前

（連絡先：経済学部 林研究室）
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3  
2  

ー
一 九 九 二 年 六 月 一 五 日
、

い わ ゆ る P K O 法 が 「 成 立 」 し た
．

私 た ち 金 沢 大 学 教 員

有 志 に よ る 金 沢 大 学 平 和 問 題 ネ ッ ト ワ ー ク は
、 こ の 法 案 に 反 対 の 意 思 を 表 明 し 反 対

運 動 を 行 な っ て き た
． そ の 中 で 指 摘 さ れ て き た こ の 法 案 に 関 わ る 間 ● 点 を 列 拳 し よ

う 。

第 一 に
、 自 衛 廠 の 存 在 自 体 が 違 憲 で あ る が
、

百 歩 ● っ て そ の 存 在 を 容 認 し て も

そ れ が 軍 事 行 動 を 伴 う p k 0 に は 参 加 で き な い 事 で あ る
。 こ の 犠 半 は 二 年 前 ま で

の 自 民 党 政 府 の 公 式 見 解 で あ っ た は ず だ
。 そ れ を 彊 引 に 変 更 し た こ と に よ る 「 指

揮 」 と 「 指 図 」 の ち が い な ど の 綸 理 的 混 乱 は
、

公 民 寡 に よ る r 修 正 』 に よ っ て 増

幅 し た に も か か わ ら ず
、

衆 議 院 で は そ の 議 綸 す ら な さ れ な か っ た
． こ こ で は 議 会

制 民 主 主 糠 が 間 わ れ て い る
．

第 二 に
、 こ の 法 緯 は B ＊ を 軍 纏 と 逆 の 方 向 に 動 か そ う と し て い る
．

冷 戦 終 詰 後

こ そ
、

憲 法 九 条 の 精 神 は 世 界 に 弘 め な け れ ば な ら な い
． と こ ろ が 世 界 各 国 が 軍 事

予 算 を 削 減 し て い る 時
、 日 本 の み が そ れ を 増 額 し （ 前 年 匿 比 三
．

六 ％ 増 ）
、

世 界

第 二 位 の 軍 事 大 国 と な っ て い る の で あ る
． こ の 事 と P K O 法 を 切 り 離 し て 考 え る

事 は で き な い 。

第 三 に
、 日 本 は
、

世 界
、

特 に ア ジ ア の 人 々 に 対 し
、

憲 法 九 条 を 守 ら ね ば な ら ぬ

p k 0 法 成 立 に あ た っ て
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． 一 九 九 二 年 六 月 ＿ 五 日
、 自 民 ・ 公 明 ・ 民 社 三 党 の ご り 押 し 採 決 に よ っ て
、

P K o

ー 法 は と う と う 「 成 立 」 し て し ま い ま し た
． 日 本 の 「 軍 廠 」 が 四 七 年 ぶ り に 濤 外 へ 進

出 す る 条 件 が 整 っ た の で す
。

私 た ち 金 沢 大 学 教 富 嘴 志 は
、 「 金 沢 大 学 平 和 間 ● ネ ッ ト ワ ー ク 」 を 通 じ て さ さ や

か な 反 対 遍 動 を 行 な っ て き 攣 し た
． た と え p k o 法 が 成 立 し て も
、 自 衛 廠 の 濤 外 派

遣 に 反 対 す る 運 動 は
、

息 長 く 続 け て 行 く つ も り で す
． そ こ で
、

私 た ち の 見 解 を ． 「 声

明 文 」 し J し て ま と め 蒙 し た
．

p k o 法 成 立 後
、

全 て の 世 綸 鯛 査 は
、

反 対 が 賛 成 を 上 回 っ て い ま す
． 日 本 国 民 の

非 載 意 識 は 健 在 の よ う で す
． み な さ ん も よ く 肴 え て 遍 動 に 参 加 し て 下 さ い
。



負 債 が あ る 。 戦 争 の 放 棄
、

載 力 の 不 保 持
、 交 載 権 の 否 認 か ら な る 第 九 粂 は 、 日 本

が ア ジ ア ニ 千 万 の 人 々 を 殺 穀 し た 侵 略 国 家 へ の 反 省 の 景 現 で あ る こ と は 明 ら か で

あ る 。 し か る に 日 本 は 今
、

南 京 大 虐 殺
、 七 ー ニ ニ 郎 廠
、

朝 鮮 人 従 軍 慰 安 婦 等 々 、 お

の れ の 犯 し た 戦 争 犯 罪 す ぺ て に ほ お か む り を し た 上 で ア ジ ア に 軍 隙 を 派 兵 し よ う

と し て い る 。 恥 を 知 ら な い と し か い え な い ．

4 第 四 に 、 こ の 派 兵 は アジ ア の 民 衆 の 世 鎗 に 敵 対 し て 行 な わ れ る 。 国 連 筋 か ら 「
＇

p k o 原 則 か ら は ず れ て い る 」 と い わ れ た カ ン ポ ジ ア 菖 相 の 日 本 へ の P K o 参 加

妻 請 な ど は 例 外 で 、 リ ー ・ シ ン ガ ポ ー ル 元 菖 相
、 フ ィ リ ピ ン 上 院 等
、 ア ジ ア で は

日 本 の P K o 参 加 批 判 が 圧 倒 的 で あ る 。 特 に 韓 国 と 中 国 は 公 式 に そ れ ぞ れ 「 憂 慮 」・

と 「 憤 重 な 行 動 を 望 む 」 む ね を 秦 明 し て お り 、 そ の 憲 朧 は 軽 く な い は ず だ が 、 自

．
公 民 は こ れ を 全 く 無 視 し 、 「 お お む ね ア ジ ア の 理 解 は え ら れ て い る 」 （ 綿 貫 自 民

党 幹 事 長 ） と 嘘 を つ い て い る 。 こ こ に は ア ジ ア 諸 国 と 友 好 的 に 共 存 し よ う と す る

姿 勢 は な い 。

5 第 五 に 、 こ の P K O 法 の そ も そ も は 、

湾 岸 載 争 に お け る ア メ リ カ 政 府 の 直 接 の

要 請 に 始 ま る • • そ れ は 最 初
、

湾 岸 戦 争 に 際 し て の 多 国 籍 軍 へ の 自 衛 隙 の 後 方 支 援

の 妻 請 と し て 行 な わ れ
、 そ れ が 世 綸 の 反 対 で 潰 え た 後 に 、 国 連 平 和 維 持 活 動 へ の

参 加 妻 請 と な っ て 表 わ れ た の で あ る ． だ が 、

湾 岸 戦 争 後
、 国 連 は 先 道 国 が 第 三 世

ぃ 界 を 武 力 で 支 配 す る カ モ フ ラ ー ジ ュ の 道 具 へ と 変 質 さ せ ら れ つ つ あ る が 、

日 本 の

p k o 参 加 は そ の 方 向 を 強 化 し て も 、

冑 北 問 題 の 政 治 的 解 決 に は 逆 行 す る と 思 わ

れ る 事 だ 。 ．

6 第 六 に 、
、 自 衛 隙 派 兵 の 究 極 の 目 的 は 、 日 本 の 海 外 利 権 を 武 力 で 守 る 事 に あ り 、

武 力 で 守 ら れ な け れ ば な ら な い 様 な 経 済 を 日 本 が 続 け て い く こ と を 意 味 す る 。 イ

ン ド ネ シ ア の 東 チ モ ー ル 虐 殺 に 、 日 本 の み が 制 裁 に 加 わ ら ず O D A を 増 額 し た 事

等
、 ア ジ ア の 強 権 政 治 は ジ ャ パ ン マ ネ ー で 支 え ら れ て い る 。 湾 庫 戦 争 か ら の 自 衛

隙 派 兵 の 動 き は 財 界 主 導 の 形 で 行 な わ れ て お り 、 そ の 真 の 目 的 は 、

石 油 な ど 資 瀑

の 確 保
、

濤 外 進 出 企 業 の 安 全 保 障 等 に 自 衛 隊 を 使 用 す る 事 に あ る の は 歴 然 と し て

し る 。

7 以 上 の 事 を 思 え ば 、

今 回 の P K O 法 r 成 立 」 は 問 題 の 終 り で は な く む し ろ 始 ま

り で あ る ． ま た ● 政 財 界 の 目 標 で あ っ た 「 社 会 党 の 賛 成 に よ り 自 衛 廠 の 濤 外 派 遣

が 国 民 的 合 意 を え た と み な す 」 （ 平 岩 軽 団 連 会 長 ） 事 が 、

今 回 、

完 全 に 破 綻 し た

事 を 思 え ば 、 こ の 「 敗 北 」 は 少 な く と も 「 完 敗 」 で は な い ． ．
 

8 今 回 の P K O 法 は 、 自 衛 廠 の 濤 外 派 遣 だ け を 所 与 の 前 提 と し 、 ・
市 民 的 レ ペ ル の

さ ま ざ ま な 国 際 協 力 と 支 援 の 可 能 性 を 最 初 か ら 閉 じ て し ま っ た と こ ろ に 特 徽 が あ

る 。 私 た ち は 、

今 後 と も 、 P K O 法 の 具 体 的 発 動 に 反 対 す る と と も に 、 市 民 的 国

際 協 力 と 相 互 援 助 の あ り 方 を 討 鶴 し て い き た い ． ．

 

一 九 九 二 年 七 月 二 日
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金 沢 大 学 平 和 問 題 ネ ッ ト ワ ー ク
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．

一 九 九 二 年 七 月 四 日

東 西 冷 載 は 終 り ま し た
．

今 こ そ 日 本 が 世 界 に 誇 る ぺ き
、

殿 争 放 棄 · 載 力 不 保 持 ・

交 戦 権 の 否 認 を う た っ た 憲 法 九 条 の 出 蕃 で す
． 自 衛 隙 で は な く
、 こ の 憲 法 九 条 を 世

界 に 輸 出 し よ う で は あ り ま せ ん か
．
．

．

（ 金 沢 大 学 平 和 問 題 ネ ッ ト ワ ー ク ・ 金 沢 大 学 教 員 有 志 ）

P K O 法 は

一 2 1  7  

日 本 は 先 の 戦 争 で ア ジ ア の 民 衆 に 大 変 な 被 害 を 与 え ま し た
。

世 代 は す で に あ ら

か た 交 警 し て い ま す が
、

だ か ら と い っ て 責 任 が な く な っ た わ け で は あ り ま せ ん
。

そ れ は
、

そ の 被 害 に 対 す る 精 神 的 · 物 質 的 の 補 償 が
、

戦 後 ま だ ほ と ん ど な さ れ

て い な い か ら で す
。

韓 国 人 従 軍 慰 安 婦 問 題 が 出 て き た 時
、 8 本 の 政 府 は 問 題 そ

の も の を 否 定 し ま し た
．

今 は 認 め ざ る を 得 な く な り ま し た が
、

謝 罪 ・ 補 償 に は

な お 消 極 的 で す
。 日 本 が 真 に ア ジ ア の 民 衆 の こ と を 思 う の な ら
、

い き な り 自 衛

隊 で は な く
、 こ こ か ら 始 め る ぺ き だ と 考 え ま す
。

ア ジ ア に は 民 衆 を 強 圧 下 に お く 独 裁 政 権 が い く つ か あ り ま す
。

そ の 強 権 政 府 を

． ． ．

O D A と い っ た 形 で 支 援 し て い る の が
、 日 本 の 政 財 界 で す
．

東 チ モ ー ル の 独 立

運 動 を 虐 殺 で 封 じ 込 め た イ ン ド ネ シ ア 政 府 を 支 援 す る の が 「 国 際 貫 献 ． 」 な の で

し ょ う か
． 自 衛 廠 を 出 す 前 に 考 え る ぺ き こ と は た く さ ん あ り ま す
。

三 か つ て 大 日 本 帝 国 は 東 洋 の 平 和 を 守 る た め と 称 し て 濤 外 に 派 兵 し
、

緒 局 ア ジ ア

の 民 衆 に 言 い よ う の な い 苦 難 を 与 え ま し た
．

今 ま た カ ン ポ ジ ア の 平 和 を 守 る た 、

め と い う 大 糠 名 分 を か か げ て 自 衛 廠 が 出 よ う と し て い ま す
．

当 面 は 確 か に 橋 を
．

架 け 地 ● を 処 理 し カ ン ポ ジ ア 民 衆 の 役 に 立 つ か も 知 れ ま せ ん
．

で も そ の う ち
、

世 界 に 散 ら ば る 日 本 の 利 権 を 守 る た め の 軍 罵 に 変 身 す る こ と は あ り う る の で す
。

市 民 の み な さ ん

社 会 党 と 社 会 民 主 連 合 の 捨 身 の 祗 抗 を 強 引 に 押 し 切 っ て
、

自 民 ・ 公 明 ・ 民 社 の 三

党 は と う と う 「 P K O 法 」 を 「 成 立 」 さ せ ま し た
。

私 た ち 金 沢 大 学 平 和 問 題 ネ ッ ト

ワ ー ク も 微 力 を つ く し た の で す が 阻 止 す る こ と は で き ず 大 変 残 念 に 思 っ て い ま す
。

·

し か し
、

最 高 法 規 で あ る 日 本 国 憲 法 に 違 反 す る 法 律 は
、

本 来 無 効 な の で す
。 日 本

の 憲 法 学 者 の 八 0 ％ は
、

自 衛 隙 の 海 外 派 遣 は お ろ か
、

自 衛 隊 の 存 在 そ の も の が 違 憲

で あ る と 指 摘 し 続 け て い ま す
．

 

私 た ち は
、

た と え p k o 法 が 成 立 し て も
、

あ く ま で 自 衛 鰍 の 海 外 派 遣 に 反 対 す る

運 動 を 続 け て い く つ も り で す
． そ の 理 由 は 次 の 通 り で す
．

し て も

自 衛 隊 の 海 外 派 遣 に は 反 対 し よ う

「 成 立 」





1 9 9 2年9月1 e

金沢大学 平和問題

ネツトワ ク —
· 

.. ユ
ース ー(•

 
3) 

ネットワ ー ク活動再闊のお知らせ
｀

厳しかった残暑も去り、さわやかな秋がやってきました。そのさわやかさを打ち

ゞ壕すように 、 B 本の自衛廠が海外へ出動しはじめています。第2次世界大殿以後、
ー、 再び海外に軍廠を送らないという、日本がなんとか守ってきた方針の、曲り角を曲 ．

‘がってしまったわけです．このままほうっておくと、また軍事侵略の道をどんどん-...._.·..．一
遮んでいきそうな気配が感じられます。
＿夏休みと、理学部 ・ 教育学部の移転が重なって、長い間休厩していた『金沢大学

平和問●ネッ•9 トワ ー ク』も、おそまきながらそろそろ活動を再開したいとおもいま ． ，
す ． こんな小さな組織が動いたところで大勢に影響はなさそうですが、広島や名古 ぺ 、

三．
，�-:< .屋で海外派遣反対の運動が行なわれており、われわれもできる範囲で、動いてみよ·

うというわけです．
-�:.,. とりあえず、 「ネットワ ー ク第6回集会」を開いて、みなさんのご意見をうかが

いたいと思います。ひさしぷりですが、多数ご参加ください．

「ネ ットワーク第6回集会」

と き：9月25日（金）午後5時30分～
ところ：経済学部5疇会議室
ぎだい：これからの運動をどうするか

（運鑢先：経済学部 林研究宣）

1 2 1 9 
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，主トワ ー ク 第6回集会の報告

・「ニュ ー ス」前号でお知ら せした「ネットワ ー ク第6回集会」を、 9月25日午

後5時 3 0分から経済学部5階会議室で開きました。 長らくの中断にもかかわらず、

・ 多くの方に集まっていただき、 自衛隊の海外派遣に関する現状分析、・国連の変質、

アジア諸国に対する戦後保障の問題等について、 さまざまな意見を交換することが

できました。 これら の問題については、 逐次この「ネットワ ー ク ・ ニュ ー ス」に掲

載して、 みなさんのお手元におとどけする予定です。

また、 われわれとしては、 今後どのような運動をするべきかについても、 いろい

ろと議論がでました。 結局、 当面つぎの二つのことをやっていこうということに落

ち着きました。

(1) 自衛隊海外派遣に関連する情報、 意見、 呼びかけ等を、 できるだけ数多

く「ネットワ ー ク・ニュ ー ス」に掲載•発行する。

1 0月下旬から 1 1 月上旬のころに、 ヨ ー ロッバとアジアの情勢にくわ

しい講師を招いて、 6月3日の第 1回につづく、 第2回の「討論集会」を

開催する。

自衛隊は今、 ぞくぞくとカンポジアヘ派遣されつつあります。 おそら くこれから、

日本の自衛隊がいかにカンボジア民衆のために役だったかといった報道がされるこ

とでしょう。 しかし、 だから といって、 自衛隊の海外派遣が正当化されるわけでは

ありません。 私たちは微力でも息の長い運動をつづけていくつもりですので、 みな

さんのご支援をお願いします。

(2) 

ネ・l}ワ ー クからのお知らせ

(1) ネットワ ー ク連絡先は、 経済学部林先生の海外出張のため、 教養部の畑

先生の研究室に変更します。

(2). 「ネットワ ー ク・ニュ ー ス」9...、 意見や批判を投稿してください。 順次

掲載していきます。

. （連絡先：粒養部 畑研究室）
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·疇

否、政府は国会の承認を必要としないよう工夫したつもりなのだ ． 政府の筋書きは
こうである。「侵塁藍豆、武器懺出入などに録る平和協力業務であって、且蓋島旦．
部隊等以外の者が行うもの」（下纏は・、筆者、以下同じ）、また、「自衛隙の部諏
登が行う国際平和協力業務」については、 「建殷の業務及び篇骰・殷偏の復旧、整
備に係る国際平和協力業務」であるから、国会の承認はいらない、というのであろ 。

う•....、
緩者については、PKO法の成立を認める隈り、·確かに国会の承認はいらないと

いうことになる ． ただし、この場合も、たとえば、道路の復旧作彙中に地雷を発見 ＇，＾＇ 

・・・・したとしても；絶対に地雷除去をしてはならないのである ． しかし、 P K·O法のま．_··._:、9

やかしは見事というほかはない．つまり、一度「実籐計画」が作られてしまえば、
その「変更」は、ただ国会に輻告するだけでいいことになっている．地雪があった、 · 9 

それでは地雷の処理を業務に加えましょう、で済んでしまうのだ．―ここに大きなご • • 
まかしがある．

蔚か、しかし、そんなごまかしに耐えうるような代物ではない。なぜか。政府
の意図は、「自衛廠の部廠等」に該当するか否かで国会の、そして国民の目をごま

かすことにある． PKO法は、「自衛隧の部廠等が行う」停戦監視ならば、国会の
承認が必要としている。ところが「実篇計画」では、「自衛隙の部隊等以公gげ者が

、行う」停穀監視としたのである． だから、国会の承認はいらないというのであろう． ．｀
、•こ のごまかしは綸理矛盾もはなはだしい． P K O法は、 「自衛廠の部隙等」とは、 ．．． 

自衛隊法第8条に規定するものだとしている．一人ひとりの自衛官はこれには入ら
ないと言いたいらしい ． ところが、停職監視業務は、そもそも部隧が行うような性
質のものではない・ 「監視団」は、元来少人数グル ー プで、通常複数の国から派遣
される将校で構成されるものである．「実篇計画」では、この業務に従事する者と
して、自衛官8名となっている。つまり、PK O法は、本来ありえない「自衛隙の

部隙等が行う」停戦監視は、国会の承認事項であるという虚構の下に、 「自衛隊の
部隧等以外の者」という例外を導きだそうとしたのだ ． 政府が「自衛廠の部廠等が
行う」停戦監視があると認めているのであるから（本当は、われわれの方からそれ
は闊違いですよと言ってやる必妻は全くない）、それでは今回の r 自衛廠の部廠等

． 、以外の者が行う」停戦監視との違いは何なのかを国会は明確にさせなければならな
し‘

それ以上に問題なのは、PKO法は（先にばかばかしいと述ぺたけれど）「参加

5原則」について国会の承認を得なければならない、と蜆定している点だ。この点
でも「自衛廠の部隙等が行う」もので、しかもいわゆる平和維持軍が行う業務（停
戦監視を含む）というしばりがかけてある．しかし、そうした要件に該当するか否
か国会は審議できないのか、できないとすれば、政府はなんでも一方的に決定でき

ることになってしまうではないか ． 政府が、これは承認事項、あれは報告事項と鵬
手に決めることなど許されてはならない。「実施計画」では、「参加5原則」につ
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いて、 「現状では」と一 応断わりつつ、それらが満たされている、あるいは同意も
得られている、と述べている。政府はそう言うだろう。だが、本当にそうなのか。

「実施計画」は、 「その他の国際平和協力業務の実施に関する重要事項」として、

本部長（内閣総理大臣）は「物資の譲渡もしくは貸付けまたは役務の提供について
国以外の者に協力を求めることができる。」と書き加えることも、もちろん忘れる

はずがなかった ． こうして、国家公務員はもとより、民間人もかりだされるのだ。

かくしてPKO法という国家総動員法の現代版フォ ー ミュラが実篇されることになっ
た•

これまでUNTAC廠員の死者は1 0人、マラリア 3 、交通事故、水死各2、心

臓発作、、ポクシングによる脳障害、転落死各1と伝ぇられている．

（五十嵐正博・法学部）

（解説）

「国家終動員法」について

満州事変以来、中国侵略にのめりこんでいった昭和初期の8本が、「国の経

済活動や国民生活のすべてを戦争遂行に振り向けるため」、経済を初めとする

あらゆる活動を国家の統制下におこうとして、19 3 8 年（昭和1 3年） 4月

に公布した法律。 「この国家総動員法は、労働力•生産手段·資金・言論とい

う広範囲にわたる国家統制を規定したもので、これにより政府は、議会の審議

をへないで、勅令により無制限ともいえる強大な権限を自由に行使しうるよう

になり、職時における国防目的の達成のために『国ノ全カヲ最モ有効二発揮セ

シムル様人的及ビ物的資漏ヲ統制運用スル』ことができるようになった」（引

用文は、金原左門・竹前栄治編『昭和史』有斐閾選書による）

（意見その9)

PKO法「輯則Jに秘められた．政府の危険な意図

法律の条文なるものは、．厩んで面白いものではなく、たいてい頭が羅くなるよう

な悪文です ． だから、私たちはほとんど饒まないのがふつうです ． 私も、 「平和問

●ネットワ ー ク」0) 一員として、PKO法反対などと言っていますが、この法案を

隅から隅まで饒んだわけではありませんでした ． まして、「算5章・維則」などと

いうところは、どうせ大したことはないだろうと、見もしなかったのです。
ところが、ある人に指績され、その「纂2.6粂J査厩んで、それこそびっくり仰

天しました。全文引用しておきますから、厩みにくい文章ですが、ぜひ熟饒してく
ださい．

「第26条（民間の協力等） 本部長は、第三章の規定による措量によっては国

際平和協力業務を十分に実施することができないと認めるとき、又は物資協力に関
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し 必要があると認めるときは、関係行政櫃関の長の協力を得て、物品の譲渡もし く

は貸し付け又は役猜の様供について国以外の者に協力を求めることができる。

2 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対値を

支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、

必要な財政上の措量を講ずるものとする」（アンダ ー ラインは引用者）

「第三章の規定による檜量」というのは、自衛廠によるPKO活動のことで、そ

れだけで国際平和協力業務ができないとき、 「本部長」すなわち内閾総理大臣は、

「国以外の者」すなわち自衛廠や国家公務員以外の一 般国民に、 r 役務の提供」す

なわちPKO活動への参加を、「求めることができる」という条文なのです ． おま

けにご丁寧にも、「損失を受けた」つまり怪我したり穀死したりすれ ば、「必要な

財政上 9の撞量を鵬ずる」つまり禰償金を払う用意があるということも付け加えられ

ています．

＾ 前掲の五十嵐先生の文章の最後にあった、「本部長（内閣総理大臣）は『物資の

譲渡もしくは貸し付けまたは役務の提供について国以外の者に協力を求めることが

できる。』」というのは、このPKO法雑則第26条の「実籐計画」における具体

化なのです。

もちろん、ここでは「求めることができる」というだけで、戦前の徴兵制ではあ

りませんから、「ご辞退申し上げる」ことも可能です ． 宮沢首相ならご辞退もし や

すそうです。でも、たとえば中曾根康弘とか小沢 一 郎とかが首相のとき、朦ずめ談

判でもやられ たら、・はたし てご辞退するだけの勇気を持てるでしょうか？

PKOは自衛隙が行けばいいので、われ われ には関係ないと考えておられる方も

多いと思います。私 も、いろいろやったり言ったりし ている割りには、のんびり毎

日をおくっていますが、やはり心の奥底ではそんな気持ちがあるのでしょう。でも、

政府はちゃんと「雑則」のなかに、将来8本国民の「総動員」を目指すぺく、こん

な条文を入れ ていました。首相が「求めて」もみんなが「ご辞退する」ことが続け

ば、次にくるのは国家権力の発動に決まっています． P K.Oに派遣された自衛微員

が苦労し 、怪我し 、戦死するようなことでも起これば、いまでさえ応募者が少なく

て定員割れ し ている自衛廠員の禰充はますますきかなくなるてしょう。そうなると

出てくるのは微兵制以外にはありません．

私たちは、特に大学に席をおいている研究者は、当然のこととして、自分のこと

は自分で決めると考えています。戦後育ちの若い方ほどそうでしょう ． でも、国家

権力なるものは、そう甘いものではないと、私 などは思っ ．ています。この「PKO

法・雑則」が、いつの日にか肥大し 、われ われ の頭上にのし かかってくると恐れ る

のは、戦前生まれ の者の幻想でしょうか？

そうであれば、いいのですが ．

（奥野良之助・理学部）
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会 計 報 告
1 9 8 9年4月 ～ 19 9 2年3月

収 入
1 0 0円会員

1 0 0 0円会員

2000円会員

前年度繰り越し

計

支 出

再生紙

表 紙

ファクス原紙

印刷インキ

送料

封筒

計

2人

7人

4人

24000枚X1.. 6 9円

2000枚X3円

9 0枚X70円

5本X900円

2 7~3 0号その他

800枚X3円

差し引き時期繰り越し

【監査報告】

200円

7000円

8000円

67600円

82800円

40560円

6000円

6300円

4500円

140000円

2400円

1 9 9 7 6 0円

116960円

会計監査：ぎょうさん赤字出して、 どないしはりますねん。

会 長：どないもでけまへんなあ。

会計監査：ここ2、 3年、 会費とりはらへんから赤字になるんでっしゃろ。 会

費とりなはれ。

会 長：ほんならとりまひょか．

会費徴収強化を条件として、 合格と認める。

日本生物学会会計監査 夢籍 忍次郎 印

というわけで、 またしても会費を微収することになりました。 下記へお送り下さい。

郵便振替 金沢 40763 日本生物学会
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